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こども家庭科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
分担研究報告書 

 
児童養護施設等や里親家庭における養育の不調の要因分析に資する研究 

―里親家庭における養育不調による委託解除までの経過と背景的要因の分析― 
 

研究分担者 引土 達雄（新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科 准教授） 
研究協力者 藤巻 楽々（国立成育医療研究センター 小児内科系専門診療部こころの診療科） 
 
研究要旨 
養育不調によって委託解除の背景的要因となる事象を検討することを目的とし、養育不調に

よる委託解除を経験した 9 世帯 10 名の里親にインタビュー調査を行った。その結果、委託さ

れた子どもたちのうち、5 名について、愛着障害、自閉症スペクトラムや注意欠陥多動性障害

等の診断があり、暴力、盗癖、家族との関係構築の困難さ等の対応困難な行動上の問題が認め

られていた。里親の回答から、委託される前の交流や、児童相談所による子どものアセスメン

トや養育者のアセスメントに基づく養育の目的や目標の説明が不十分であることが示された。

また、児童相談所、フォスタリング機関等の継続的な里親支援体制が築かれていない里親が 4
世帯認められた。また、里親が養育に困難を抱えていても、相談することによって解決できて

いる家族は認められなかった。委託されている子どもたちは、様々な診断と行動上の問題が示

されていたが、9 世帯中 6 世帯は子どもへの治療的かつ継続的な支援は受けていなかった。養

育の困難さが予測される場合であっても、委託前の不十分な準備と支援体制のなさが、養育不

調による委託解除の背景的要因となっていると考えられる。委託前の準備体制や支援体制構築

について整えていくことが急務であると考えられる。 
 
A．研究目的 
 本研究は、社会的養護における里親等委託が

推進される一方で、委託後に養育関係が破綻し、

措置解除に至る「養育不調」が重要な課題とし

て顕在化している現状を踏まえ、その要因とプ

ロセスを明らかにし、未然防止および支援体制

の強化に資する知見を得ることを目的とする。 
2023 年度には、Konijn et al., (2018)1 の、

里親委託の不安定性の要因に関するシステマ

ティックレビューを参考に、養育不調により委

託や措置の解除となった事例や養育が継続し

ている事例に関して、里親への質問紙調査を実

施した。 
その結果、里親になる動機は子どもたちのた

めになりたいという社会貢献的ニーズと、自身

の子どもがほしいという個人的なニーズの 2
つが代表された。養育不調の経験は 8.0％と、

先行研究よりも低い割合が認められ、委託解除

時の年齢は 3 歳から 6 歳と 13 歳から 18 歳で

半数を占める結果となった。委託解除となった

理由としては、子どもの行動上の問題に関する

記述が最も多かった。委託解除の要因としては
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「情緒不安定、行動上の問題の状況」が最も高

い数値が認められた。 
本年度は、養育不調によって委託解除となっ

たケースについて、そのプロセスを明らかにし、

養育不調の要因を分析し、対策を検討するため

に、インタビュー調査を行った。 
最終的には、本調査と同様の視点から調査を

行う他の分担研究（ファミリーホーム・地域小

規模児童養護施設・児童相談所・フォスタリン

グ機関への調査）と併せて不調の要因となる事

項やプロセスをより幅広い視点から明らかに

し、統合した社会的養育システムの観点から、

適切なアセスメント、養育環境の選択、必要な

支援について課題を整理し改善のあり方につ

いて示し、手引を作成することを目的としてい

る。 
 
Ｂ．研究方法 

本調査では、事前質問紙調査とインタビュー

調査を行った。下記にそれぞれの方法について

記述する。 
1． 事前質問紙調査 

(1) 質問項目 

インタビューで尋ねる養育不調によって委

託解除となった子どもをAさんとして、性別、

委託時の年齢、委託時の在籍、国籍、委託解

除時の年齢、委託解除後の措置先、保護の理

由、虐待被害の状況、医学的診断の状況、知

能検査及び発達検査の状況についての質問項

目を設けた。 

また、里親の情報として、里親の現在の年

齢、Aさんが委託されるまでの経験年数、Aさ

んが委託されるまでに委託された子どもの人

数、Aさんが委託された時の職業、Aさんが委

託された時の登録里親についての質問項目を

設けた(付録１)。 

 

 （2）調査方法 

里親の希望に応じて、担当の自治体、もし

くは研究事務局から郵送もしくはメールにて

質問紙を配布した。回答した質問紙はインタ

ビュー当日に持参してもらい、当日のインタ

ビューの進行に役立てた。 
 

2． インタビュー調査 

（1）インタビューガイド 

本インタビューは事前に作成したインタビ

ューガイドを用いて行った(付録 2)。 
 

（2）調査方法 

インタビュー形式は対面、もしくはオンライ

ンであった。場所は各自治体所有の会議室、も

しくは調査協力者が希望するプライバシーが

守られた場所にて、調査協力者が希望する日時

に実施した。インタビューガイドを用いた半構

造化面接を行い、時間は 1 時間から 2 時間ほ

ど要した。インタビュー内容は、調査協力者の

許可を得て、対面の場合は音声を IC レコーダ

ーで録音、オンラインの場合は録画をした。イ

ンタビュー終了後、逐語録に起こした。 
 

3． 調査協力者 

調査協力者は、各自治体の児童相談所を通し

て選定を行った。登録されている里親のうち、

2019 年 4 月から 2024 年 3 月末までの間で養

育不調による委託解除・措置解除の経験があっ

た里親であった 9 名が調査協力者となった。 
 
4．調査期間 

調査期間は 2024 年 12 月～2025 年 3 月であ

った。 
 
5. 分析方法 

結果の表示については、本調査の目的に照ら
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し、委託前の認識、委託されてから解除になる

までのプロセスを考える上で、委託開始から委

託解除までの期間において、養育不調による委

託解除の背景的な要因を考える上で重要な事

象となる語りを抽出した。時期については、委

託前の「委託時点の状況（Aさんの状況、里親

の状況、実親の状況、委託・措置の選定先の里

親の認識）」、委託の準備である「マッチング・

交流」、委託が始まってから委託解除までの「委

託当初」、「委託経過中」、「養育不調に気が付い

た時」、「養育不調が児童相談所に共有されたと

き」、「委託解除までの期間」、「委託解除時」、

「委託解除後」と時期を分けて捉えることとし

た。 

 
（倫理面への配慮） 

回答者と研究対象となった委託・措置されて

いる子どもの匿名性を厳密に確保した。新潟青

陵大学倫理審査委員会の承認（承認番号：第

203 号）を得て実施した。 
 
Ｃ．研究結果 

 表 1 は調査協力者と不調により委託解除

となった子どもの状況をまとめたものであ

る。 

1．調査協力者と委託解除となった子どもの

概要 

（1）調査協力者の年齢と性別 

参加した里親は、40 代が 2 名、50 代が 6

名、70 代が 2名であった。性別は、男性が 2

名、女性が 8名であった。 

 

（2）委託時と委託解除時の里子の学年 

「就学前～高校生」の委託期間の子どもが 1

世帯、「就学前～就学前」の子どもが 3 世帯、

「小学校低学年～小学校高学年」の子どもが 2

世帯、「小学校低学年～中学生」の子どもが 1

世帯、「中学生～中学生」の子どもが 1 世帯、

「中学生～高校生」が 1世帯認められた。 

 

（3）委託解除となった子どもの性別 

男子が 3世帯、女子が 6世帯であった。 

 

（4）委託解除となった子どもの行動上の問題

について 

委託解除となった子どもの行動上の問題は、

「盗癖、過食」、「知的障害、他児との里母の取

り合い」、「夜尿、里親との関係構築の困難さ」、

「多動衝動性、保育園での暴力、里親との関係

構築の困難さ」、「里親との関係構築の困難さ、

学校で暴力をふるう、盗癖」、「里親や実子との

関係構築の困難さ」、「嘘をつく、盗癖、里親と

の関係構築の困難さ、里親への暴力」、「里親や

実子との関係構築の困難さ」「里親との関係構

築の困難さ」が認められた。 
 

2．里親と委託されている子どもへの支援 

（1）里親へのフォスタリング機関からの継

続的支援 

フォスタリング機関からの継続的支援が

あった世帯が 4世帯であった。継続的支援が

なかった世帯が 5世帯であった。 

 

（2）委託解除となった里子への児相・フォ

スタリング機関からの継続的支援 

 里子への児相・フォスタリング機関からの

継続的支援があったと回答した里親家庭は2

世帯であった。児相・フォスタリング機関で

はなく、民間の支援（医療機関）の支援を受

けた里親世帯が 1世帯であった。里子への児

相・フォスタリング機関からの継続的支援の

なかった里親家庭が 6世帯であった。 

 

3．委託時点までの里親の状況 
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（1）調査協力のあった里親の職業と家庭内の

里親登録状況 

表 1 に 示 す 。「 里 父 ： 正 規 雇 用 、                  

里母：非正規雇用」が 2 世帯、「里母：非正規

雇用、里母の夫：正規雇用、里親登録なし」が

1 世帯、「里父:正規雇用、里母：専業主婦」が

1 世帯、「里母:正規雇用、里母の夫：正規雇用、

里親登録なし」が 1 世帯、「里母:正規雇用、里

母の夫：里親登録なし（職業回答なし）、里母

の実母が里親登録」が 1 世帯、「里父母:非正規

雇用」が 1 世帯、「里母：非正規雇用、配偶者

なし」が 1 世帯、「里父母:正規雇用」が 1 世帯

であった。 
 

（2）登録里親の種類 

表 1に示す。養育里親のみが 7世帯であっ

た。養子縁組里親と養育里親どちらにも登録

している里親が 1世帯認められた。また、里

母が専門里親であり、里父が養育里親の登録

をしている里親が 1世帯であった。 

 

（3）実子の有無 

 表 1に示す。実子がいる里親家庭は 7世帯

であり、実子がいない里親家庭は 2世帯であ

った。 

 

（4）A さんが委託される時点の受諾人数 

 表 1に示す。委託解除となった子どもが委

託される時点の委託経験者数については、0

名が 3 世帯、1 名が 2 世帯、3 名が 1 世帯、

4名が 2世帯、6名が 1世帯であった。 

 

3．委託時点までの Aさんの状況 

 （1）保護となった理由 

 表 1 に示す。それぞれの世帯の子どもが保護

された理由は、「父母の未婚、養育拒否」、「ネ

グレクト、保護者の死亡（祖母）、児童の問題

による監護困難」、「保護者の放任もしくは怠惰、

母の虐待もしくは酷使」、「保護者の精神疾患、

母の虐待もしくは酷使、児童の問題による監護

困難」、「父母の未婚、養育拒否」、「母の虐待も

しくは酷使、養育拒否」、「保護者の行方不明、

父母の離婚、父母の不和、保護者の精神疾患、

保護者の放任もしくは怠惰、母の虐待もしくは

酷使、養育拒否」、「児童の問題による監護困難」、

「母子関係の悪化による本人の希望」が認めら

れていた。 
 

（2）医学的診断の把握について 

 表 1 に示す。医学的診断がなかった子どもが

4 名あった。 
「注意欠陥多動性障害・自閉症スペクトラム障

害」の 2 つの診断のあった子どもを委託された

里親家庭が 2 名であった。「知的障害」が 1 名、

「愛着障害」が 1 名であった。また、委託後に

「知的障害・注意欠陥多動性障害・脱抑制性愛

着障害」の診断がなされた子どもが 1 名認めら

れた。 
 

（3）知能、発達検査の結果の把握について 

表 1 に示す。ウェクスラー式知能検査

（WISC-Ⅳ、もしくはⅤ）において、全検査 IQ
は「71－80」が 1 名「91－100」が 1 名、「121
－130」が 1 名であった。田中ビネーⅤにおい

て IQ が「61－70」が 1 名認められた。「受け

ていない」と回答した里親家庭が 2 世帯認めら

れた。「受けたかどうかわからない」と回答し

た里親家庭が 2 世帯認められた。「受けたが結

果は知らされていない」と回答した里親が 1 世

帯認められた。 
 

（4）里親養育不調による委託解除の経験 

 調査協力者に委託される前に委託解除にな

っていた子どもが１名いた（里親 G）。 
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4．委託時点の実親の状況 

実親の未婚が 3 世帯（里親 A,D,E）、離婚が

3 世帯（里親 F,G,I）、家族状況の不明が 3 世帯

（里親 B,C,H）であった。また、交流があるの

は 2 世帯（里親 F,D）であった。子どもの実親

に疾患や障害があり、そのことが保護の理由と

なっていると回答した里親は 2 世帯（里親 B,D）

であった。 
 

5．子どもの委託・措置先の選定に関する里親 

の認識 

（1）委託された里親家庭にしか委託できない

と説明された 

 「（里子となる子の行動上の問題は）控えめ

に（説明され）○○さんにしかお願いできる人

がいないと依頼された」（里親 G）や「（現在の

時期やその他の施設や里親において当該の）里

親以外の選択肢がなかった」（里親 I）という語

りが認められた。 
 

（2）期間限定で委託されながら伝えられてい

た期間を過ぎていた 

「最初は 1 年だけっていう約束で委託」（里

親 F）という語りが認められた。 
 

（3）希望の年齢と異なる子の委託の打診 

 「委託の希望は小さい子というイメージでお

りましてその旨も伝えさせていただいていた

ので、まずはその中学生の方の打診があるとは

思っていなかったんですけれども・・・、私達

家族で力になれるのであればということで、ま

ずは会ってみようかなというところで、A のお

話伺おうかなと思って。びっくりはしたんです

けれども、大きい子だからということで特段そ

のお断りする理由までは見当たらなかったも

のですから前向きに引き受けさせていただこ

うかなと思って」（里親 I）や「一応希望として

はあんまりちっちゃい子は仕事やめられない

んで、無理だっていうのは伝えたんですけど、

小学校低学年ぐらいまでがいいかな、幼稚園か

ら小学校低学年ぐらいまでだったらいいかな

とは言ったんですけど、でも全部中学生が駄目

っていうわけではないって伝えてあったので、

中学生になっちゃったのかなというのはあり

ますけど」（里親 H）という語りが認められた。 
 
6．マッチング・交流 

（1）短い期間での委託 

 「お話が来たのが 11 月で、その 2 週間後か

らもう急に住む話になってって・・・何か本当

に慌ただしく、2 週間準備したかなっていう感

じでした。・・・やっぱり家庭の中での受け入
れの準備や、実子がやっぱり男の子なので、性
別の違う子を受け入れるに当たって、専用のお
部屋も整えてあげないといけないですし、あと
学習机ですとか、そういったものも用意しない
といけなかったので、もう本当、ネットでポチ
ポチと、いろんなものを買い漁ったような記憶
があります。」（里親 I）という語りが認められ

た。 
 

（2）書類を見て、委託を受けるかを確認され

てからの交流 

 「まず年齢と最初は名前を伏せてあったんで

すね。その受けますって言うまでは名前伏せま

すって言われて、中学〇年生っていうことと、

あと、ASD と ADHD の傾向がある・・・交流

のその前に受けますって返事をしています。は

い、してます。」（里親 H）という語りが認めら

れた。 
 

（3）マッチング段階で断ることで今後委託の

打診が来なくなる不安で委託を受けた 
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 「私里父としては一応納得して委託受けよう

と思えたんですけども、・・・100％ではなく、

なんか多少引っかかるところあるけども、やっ

てみて何とかなるかなみたいな感じで始めた

けれども、結果的に何ともならなかった。・・・

このマッチング段階で、仮にこの子はちょっと

家では難しいですっていうので、断った場合に

ですね、じゃあ、次の機会が本当にあるのかな。

誰も答えはわからないと思うんですけど、何か

そこが不安って言いますか。・・・多分表向き

断ったからもう次ないですっていうふうには、

ルールにもなってないですし、そういうことを

公言はされてないと思うんですけども、・・・

見えにくい部分があるので、何かそこら辺もそ

ういった短期間で紹介するとか、長く養育でき

るっていうような環境を作っていく上では大

事な話なのかなって」（里親 C）という語りが

あった。 
 
7．委託当初 

（1）家庭内での行動上の問題 

「もうお会いして、ちょっとはいい子のまま

だったけどすぐにもう。じきにだんだん泣き叫

び出てくるし、地団駄が出てくるし。もう家中

揺れるぐらいの地団駄踏んで・・・ 嘘がもう

平気で出てくるということと、人のもの自分の

ものっていう、何かそういう区別もあんまり。

とにかくあらゆる点で、私の知っている子ども

じゃなくなっちゃったんです」（里親 G）、「食

事が好き嫌いが結構あって、出したものを、苦

手なものがあると、2 時間ぐらいずっと（食べ

る、食べないとぐずって）やってるんですよ」

（里親 D）、「過食がひどかったです。底なしに

食べます。吐くまで食べます」（里親 A）、「急

にそういう暴言を吐かれてしまったもので長

男もちょっとイラッとしちゃったんです

ね。・・・（里子が）家出するって言って出てっ

ちゃった」（里親 H）という語りが認められた。 
 

（2）保育・幼稚園・学校での行動上の問題 

「保育園にすぐ行ったんですけど、保育園で

もほかの子に手を出したりとか、先生に手が出

たりとか、最初だから落ち着かなくって、情緒

がすごいあれでしたので、ちょっとしたことで

怒りだして暴れるみたいな感じ。・・・委託さ

れてから 2 週間後に 1 回無理ですって児童相

談所に電話したんですけど、その後、結局 1 ヶ

月ぐらい元いた児童養護施設に戻ったんです

けど、そこで担当だった主任みたいな方とお話

ししたときに、うちでもちょっと職員に手を出

してますって」（里親 D）、「（幼稚園から）とに

かく物を盗って帰ってくる。積み木とか折り紙

がリュックの中にいっぱい詰め込まれて帰っ

てくる。・・・男性の先生は隙あらば膝に乗り

に行ったり、担任の先生じゃない先生にまで、

男性の先生とのスキンシップが多いって。」（里

親 A）、「そうですね。友達の首を絞めたり、顔

に砂かけたり。・・・見たことない自転車乗っ

てるなって・・・その（交通）事故のときは夕

方、私の携帯に学校から電話がかかってきて信

号無視。・・・」（里親 E）という語りが認めら

れた。 
 

（3）委託後に委託された子どもの診断名を知

らされた 

 「診断は結局、多分委託を受ける時点ではつ

いてなかったと思います。うちに来て・・・〇

月に検査をしているので、そこで軽度の知的障

害と、注意欠陥多動と、脱抑制性の愛着障害だ

っていう話だったかな」（里親 B）という語り

が認められた。 
 
8．委託経過中 

（1）継続する家庭内での行動上の問題 
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 「まぁ中学行くまで預かりましたけども、嘘

と盗みですねそれは治らなかったですね。家の

中でお金なんかもやっぱりね・・・だから本当

に最後はお金の管理もちゃんと鍵、部屋に鍵か

けたり。なんか入れ物なんかも罪を犯させない

ようにっていう。本当にそこまでしなければな

らなくなりましたね」（里親 G）、「買ってない

ものがあったりとかしたので、どうしたのって

言ったら、いや、お小遣いで買ったよっていや

やってないよねって、お金に関しては最初から

ありました。娘の財布から抜いてたりとか」（里

親 E）という語りが認められた。 
 

（2）継続する学校に関する問題 

「（小学校の頃の）担任の先生が、とても自

分の枠にきちっとはめたい先生女の先生だっ

たんですね。それで先生と対立してしまって、

まるで女番長みたいに彼女なって。他に 2 人の

お友達の女の子を従えて、もうノッシノッシと

歩くっていう、本当にすごかったです。・・・

結局みんなから外されちゃったっていうか。そ

んな感じで学校行けなくなっちゃったんです」

（里親 G）、「私は謝ったけど許してくれなかっ

たからあいつが悪いって言うんですよ。で、そ

の子をワーッと責めちゃって、その子が学校に

来れなくなっちゃった・・・A のせいで、うち

の子は学校行けなくなってるし、うちの子をこ

れ以上追い詰めて、うちの子が学校で倒れて救

急車で運ばれたのも A ちゃんのせいでしょっ

ていうことになり。で、これはまた大変だと。」

（里親 A）という語りが認められた。 
 

（3）他児との里母の取り合い 

「一番下の男の子（実子）なんですけど。な

んか、登下校が一緒でその登校時に何かいじめ

られたって言って、A が先生に言ったみたいで、

学校で。そこで学校でもなんか、先生 4、5 人

に囲まれて、何かめっちゃ怒られって言って、

そこからもう嫌やって言って、そこからちょっ

とね、それまではもうめっちゃ仲良く一緒にゲ

ームしたりとか遊んでたけど、もうそこから全

然関わりたくない、一緒にいたくないって言っ

て。・・・そこからもうなんか、全然喋ったり、

自分からも喋りかけない。最低限喋りかけられ

たら、一言二言ピピッて返すだけで。そこから、

A も、ママ！ママ！ってもう自分が一番になり

たいし、俺のママやし！て言って、そういう小

競り合いみたいなのがしょっちゅう」（里親 F）、
「ただ声が大きい。 だからその調整ができな

いから声が大きかったりするし、私と○○くん

（他の里子）が喋ってるところに、ねーねー、

お母さんお母さん、みたいなふうに言ってくる

ので、今お兄ちゃん（他の里子）と喋ってるか

ら待ってねとかっていう指示を出さなきゃい

けなかったけど、出したらすぐは聞いてくれる

みたいな感じでしたね」（里親 B）という語り

が認められた。 
 

（4）児相やフォスタリング機関の支援につい

て困らなかったのであまり相談しなかった 

 「よくね、（児相やフォスタリング機関が）

何でも言ってくださいねってよく言ってくれ

てはったんやけど。私があんまりね、なんかそ

んなに真剣に悩まへんっていうか、いろんなこ

とに対してあかんのかもしれないんですけど。

特に困ることもなかったかなと思ってるんで

すけど」（里親 F）、「どうですかって、連絡も

途中であったりして、何か困ったことはないで

すかっていうときは、・・・特に困ったってい

う感じはなかったんですね」（里親 H）という

語りが認められた。 
 
9．養育不調に気付いたとき 

（1）里親への暴力 
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「あのね 1 回はね、もう髪の毛つかまれて

ね。私腰かけてたんですけど、なんかガーッと

掴まれて、取れ、手振りほどくことが出来なく

って。 20 分ぐらいのその姿勢が続いたのかし

ら、ずっと彼女の前にこうやってました。・・・

2 回目は、・・・私に馬乗りになって、やっぱり

後ろから髪の毛ギュッてやられて、で、あぁも

う駄目だなって思ったんですね」（里親 G）と

いう語りが認められた。 
 

（2）継続する行動上の問題に里親が暴力を振

るい、児相への通告となった 

「確かにひっぱたきました。何度かひっぱた

きました。それは、お金を盗む、妹のものを勝

手に取る。・・・もう後がない。で、これだけ

いろんなやり方で教えてきたけど、もう収まら

ないってなんだろうって私もかなり悩ん

で。・・・叩かれたとか、なんかいっぱい言っ

たんですね。そしたら学校の先生はすぐ児相に

通報して、そのまま連れて行かれました。」（里

親 A）という語りが認められた。 

 

（3）実子・同居家族との関係悪化 

 「どうしてそうなっちゃったかなっていうの

がよくわからないまま険悪な状態がずっと続

いちゃったので、（実子）と話してもうこれは

あなたが不幸になるんだったらちょっと続け

られないなということで、解除の方向を考える

ようになった」（里親 H）、「（実子は里子の在籍

の）学校と離れたら全然違うから、もうちょっ

とって言っていたんやけど、もういいやろって

いって」（里親 F）、「だから主人にとってはそ

ういうかわいい○○（他の里子）が Aの存在で

こんなんになってるのがやっぱ許せないって

いう思いがあって」（里親 B） 

 

（4）陰で知らない人とつながっていることを

見つけ責任が持てないと思うことと、児童相談

所・フォスタリング機関に相談しても解決が難

しいこと 

 「陰でね。繋がって。知らない人とオープン

ルームオープンチャットとかでもう、ずっと

LINE のオープンチャットがチャリンチャリン

に鳴っているっていうような状態で。嘘をつい

て、・・・そこにもう嘘ついて会いに行ってた

りとか何かそういうことが本当に重なって、で

もなんか、ちょっと責任がもう持てないなと思

って」・・・「そのあたりをフォスタリング機関

とか、ワーカーさんとかでもずっとご相談はし

てて、こんなことがあってって言うような話は

してたんですけど、解決の糸口も見えず」（里

親 I）という語りが認められた。 

 

（5）里子の支援のため、家族の理解を得るの

が難しかった 

「その療育っていうところも考えていった

んですよね。発達センターに。で、そうしたと

きに、療育センターからうちの主人や Bくんも

月に 1 回面接に来てそういう教育というか受

けるんであればいいですよみたいな。・・・俺

たちがあいつのために時間を取られなきゃい

けないんだ、って受け入れないのがわかったら、

ちょっとそれは難しいかな。今の現状は今難し

いっていうことで、じゃあ療育は難しいですね

みたいな。やっぱ家族が理解して動かなきゃい

けないからって話だった」（里親 B） 

 

（6）継続する行動上の問題に関して話し合う

ことができなくなる 

 「結構な金額、7、8千円分ぐらい、多分あっ

て、どうしたって言っても言わないし、いや、

買ったって、お小遣いあったから買ったって、

いやそんなわけないよねっていうやり取りが

結構続いたりとか。・・・口も聞かないし喋り
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かけても返事しないっていうのが続いて、疲れ

てしまって、結局揉めるし、みんなと仲良くう

ちにいてもできないから、ちょっとかわいそう

だなって思って、主人も本人のためにならない

よねって。だったらそのもうちょっと自分の気

持ちを話せるような友達がいるような同じ同

世代のいるようなところにいた方がいいんじ

ゃないかねっていう話で、誰とも喋らずに部屋

にこもっててっていう、土日もですね、外にも

遊びに行かず、ご飯のときだけちょっと降りて

きて、顔見るのもそれぐらいで」（里親 E）、「（A

は嘘を）言ってないでみたいな感じやから、わ

かったってね、そう・・・分かってないけどわ

かった言うといたらこの場をしのげるんちゃ

うかみたいななんか、そんな感じなんかなって

思って。ちょっとやりがいがないじゃないけど、

なんか私では無理なんちゃうかなってね」（里

親 F）という語りが認められた。 

 

（7）里子が他の所に行きたいという 

 「そうですね。しんどいっていうことで、も

うここじゃない方がいいのかなって本人も。本

当しんどそうだったんで、私がそんな気持ちだ

からそんなふうに見えたのかもしれんけど、も

う喧嘩ばっかりになったんで、別のとこに行き

たいって言ったんですよね。・・・じゃあもう

お互いにここに来るときに自分からもお話し

てって、もうお母さんもそういうふうに話する

けんって言うところからですね」（里親 E）、「本

人とも同じ住まいにいる中で、本当にぶっちゃ

けどっちがいいっていろいろ聞いた。要は、こ

のまんま家の方、里親家庭にいるのがいいのか。

ちょっと難しいのはわかってるんだけども、お

母さんのほう戻りたいのかという話であると

か。・・・（児童養護施設が）友達いっぱいいて

楽しいみたいな」（里親 C）という語りが認めら

れた。 

 

（8）主な養育者の就業状況による養育の困難

さ 

「やっぱり自分の子どもを第 1 に考えてあ

げなあかんの違うかみたいな感じでね、言われ

たんでそれはそうやなと思います。私もフルで

働いてたので。で、○○の仕事をしてたので夜

勤もしてたので、母（里母の実母）も一緒に里

親取ってもらったんですけど、預かるときに、

私がいなくても母がいたらいいかと思って。ち

ょっと揉めたんですけどね、あんまりちょっと

ね、難しいんちゃうかっていうね」（里親 F）と

いう語りが認められた。 

 

10．養育不調が児童相談所に共有されたとき 

（1）継続する行動上の問題のため対応困難に

なり委託解除を児童相談所に相談する 

 「その最初に、私の髪の毛をつかまれて、そ

のときに私はこんなことしてたら、もう一緒に

いられないよって彼女に警告をしたんです。そ

れから、1週間もしなかったかしら、馬乗りに

なられて、そしてまた髪の毛つかまれて。で、

もうそれは私にとっては決め手でしたね。・・・

それで、あのもう無理だと思うっていうことで

相談して、それで児相の方にも相談して、で、

終わりにしていただいたんです」（里親 G）、「や

っぱり変わらないし、Aの養育、動きがそのね

不適切な行動がないように神経を張り巡らし

て手を打つことと、家庭内の主人と他の里子の

調整と保育園の調整とって結構もうピークに

なって、・・・私が爆発したんですね。・・・1

年経ってぐらいで。もう無理って思ってワーッ

て涙が出始めて、・・・ごめんね、バーっても

涙が止まらなくてこんなんじゃもう駄目だと

思って児相にちょっともうかなり厳しいって

いう話をしたのかな、1年後に」（里親 B）とい

う語りが認められた。 
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（2）委託の解除の時期に関する方針の違い 

「もう不調に終わったっていうことなんで

すけどっていう話をちょっと進めて詰めてい

くときにどう思われますって聞かれたんで、も

う区切りのいいところじゃないと自分もお友

達にもさよならももうできんし、本人も自分で

納得して附に落ちてっていうか、次に進むのに

そっちの方が気持ち的にひと区切りできてい

いのではないかなって思ったんで。そういうふ

うな区切りのいいときに（委託解除にしてほし

いと）お話したけど、「もう来週連れてきてく

ださい。そこでお別れですって。でも本人には

言わないでくださいって」（児童相談所の児童

福祉司に言われた）。もうその 1 週間ですよ、

帰って、何か続けていくみたいって言って、そ

の 1週間は本当にもう。来週連れてって、でも

ここでお別れなんですよ」（里親 E）という語り

があった。 

 

11．委託解除までの期間 

（1）委託解除を見越して、実親との交流を継

続する 

「お母さんのところにやっぱり外泊、外出し

たんですけど、最後たまたまですけど、お母さ

んとお会いしてどういうふうにしてきたかお

話聞きたいって言って、児相さんとね、皆でお

話したんです」（里親 D）という語りが認められ

た。 

 

（2）児童相談所から有効な支援がないこと 

「児童相談所のほうは、・・・別の心理のプ

ログラム受けてるから児相に通うっていうこ

とはなかった」（里親 D）。「なんで盗るのか、

どうしたらいいのか、もう支援方針を立ててか

ら帰してください」って言ったんですけど。「○

○さん、そんなこと言わないで連れて帰って」

と言われて・・・上の子はきちっと見立ててか

ら心理さんがついてから返してくださいって

言ったんです。・・・」（里親 A）、「もう関わり

方がわからなくなるっていうそのあたりをフ

ォスタリング機関とか、（児童相談所の）ワー

カーさんとかでもずっとご相談はしてて、こん

なことがあってって言うような話はしてたん

ですけど、解決の糸口も見えず（里親 I）とい

う語りが認められた。 
 

（3）里親が児童相談所に委託解除を要請した

が連絡なく、もう一度連絡する 

「もう 1 回かけたときに・・・ちょっと委託

先が見つからないと、なんかまたね、違うとこ

ろでモヤモヤ暴れちゃって、犯罪になっても困

るしとか言われたんですけど、はいそんななっ

ちゃうのと思ったんですけど」（里親 H）、「ど

うにか先は見つけてもらえないかって散々言

って駄目だったんですけど、なんかフォスタリ

ング機関にもう私がちょっといっぱいいっぱ

いになっちゃって言っちゃったのが、・・・な

んか虐待にでもなんないとさ、一時保護所とか

レスパイトとかさ、結局ワーカーさん動いてく

れないのかな、みたいなこと言ったことがあっ

て。それは私にそういうところまで言わせてし

まって、追い詰めてしまったことは申し訳ない

と思ってるって、いうようなことは後のカンフ

ァレンスのときに言われたんですけど」（里親

I）という語りが認められた。 
 

（4）解除については A に里母から伝えないよう児

相担当者から指示された 

「私からは言わないでって言われたんです

ね。担当の方が自分が言うから、入るんで。一

応私（里親）がちょっと具合が悪くてっていう

ことにするから」（里親 H）、そこでお別れです

って。でも本人には言わないでくださいって
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（里親 E）という語りがあった。 

 

12．委託解除時 

（1）里親は里親をやめることができないと里

子は思っていた 

「でも、彼女は、（私が）里親をやめること

ができないと思ってたらしくて、児相の人が来

られて話してるときも、でもおばあちゃんやめ

られないでしょっていうふうに言ってたよね」

（里親 G）という語りが認められた。 

 

（2）子どもにとっては唐突な委託解除 

「みんなで相談するつもりはないんだなっ

ていうか、結局それをやろうとしてる私は目の

上のたんこぶで、ということなんだよなってい

うことで、もうその後一度も家に帰していただ

くことなく解除になりました」（里親 A）、「も

う本人に関しては、え、今っていうのが最後の

言葉でした。ここでよって、もうさよならよっ

て言われて、え、ここでって言って。・・・最

後で、言葉をかけてくださいって言われるんで

すよね。言葉をかけますけど、・・・ちょっと

びっくりしたよねって言って、こんな形でお別

れするとお母さんも思ってなかったし、Aさん

もびっくりしたよねって。でも、これからうち

よりね、楽しくていいとこに行くためのお別れ

やけん、頑張ろうねって言って、もうでも彼女

ちょっと話聞けるような状態じゃなくて、ケー

スワーカーさんと一緒に別室に行ってそれで

お別れでした」（里親 E）、「本人には前日にも

う移動しますよと前日に伝え、たのかな。前日

だったかな本人はそういうことには慣れっこ

だって言ってましたなんか」（里親 H）、「もう

そうですね。家の近くの児相さんで面談してカ

ンファレンスして、それでも私が結構いっぱい

だっていう話もしてあったんですけど。・・・

この後ご自宅によければ、そのまま行って、彼

女にそれを伝えて、そのまま保護所に連れて行

きますみたいな感じでした」（里親 I）という語

りがあった。 

 

13．委託解除後 

（1）自分からやろうとした里親を、自分から

辞めてしまったことへのつらさ 

「それでも私は、あぁ今ここでこの子を守る

のは私しかいないんだよなっていう気持ちに

なっちゃってたので、ごめんなさいって言いな

がら、それでもっていう感じでその学校に送り

続けてたんですよね。そういう被害を周りに及

ぼして、その、挙句の果てに私がその子の育児

を放棄してしまったっていう、そのつらさがも

のすごく大きくて。しばらくあの、町内を歩く

ことがすごく怖かったですね」（里親 G）、「辣

っていうか一生、何て言われたかな。なんか釘

刺されたんですよね、私。児相って子どもの立

場じゃないですか、100%。子どもの立場に立た

れるから、子どもの気持ちだと思うんですけど、

一生忘れないようにみたいな感じでちょっと

言われてちょっとトゲが刺さったままという

か、なんですかね。そうですよね、私がしたい

って言って引き受けて駄目だったのは、全部大

人である私のうまくできなかった本当の家族

になれなかったのは多分私の責任なんですけ

ど、そういうふうに言われたり、荷物取りに来

られた方とかも割となんかそういう目で見る

んだなって言うのがあったりもしたので、そう

なんだなって、もう納得するしかないというか、

これ私は墓場まで持っていくんだなって、当時

から思ってました」（里親 E）という語りが認め

られた。 

 

（2）委託解除後は家庭復帰  

「一応なんかお家にも帰れたので、何か施設

だったらちょっと本当に申し訳ないなと思っ
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たけど、お家に帰れたってことで、何とか頑張

ってこれて良かったなって。彼女も上手に、大

変でしょうけど、小学校でも頑張ってほしいな

って思いましたけど」（里親 D)、「どうにか継続

できないかなと思ってたみたいな話だったけ

ど、多分今もそういうサポートが入って、なん

かママと 2 人で円満にというか暮らしてるっ

て話はずいぶん前にお聞きしました」（里親 B）

という語りが認められた。 

 

（3）不調について見聞きし、自分の体験を振

り返ることで、整理する 

「不調の話を里親しながらでもあっちの家

庭で不調になってちょっと駄目になったんで

すと聞いたそのときに、聞いた感情と自分が不

調になって、こういう結果で終わってわかった

ことがやっぱりあって、無理してこう続けるよ

りも早くやめて傷が浅いって言ったらあれで

すけど、大人の気持ちがわかるって、何て言う

んですかね。・・・よく親子で虐待とかあるじ

ゃないですか。そういうことかって、あのいろ

んな気づきがありました。不調に関して。・・・

不調になったことによって何か他にも生活い

ろんな場面で気づきがちょっといっぱいあっ

たんで、だから後悔はないといいますか」（里
親 E）という語りが認められた。 
 

14．養育不調予防のために望むこと 

（1）子どもの「当然」と里親の「当然」が乖

離しており、そのことに気づかせ指導する支援 

「児相の方はやっぱり私の味方になって、そ

の子を教えようとしてくださるんですね。確か

にそれも必要だと思うんです。でも、そうじゃ

なくて、こういう子なんだよっていうことで、

私を指導してくれる。それがすごく弱かったん

じゃないかと思います。だから私はずーっと、

私が正しくて、この子が間違ってるっていうふ

うに思ってたんですね。そこがそもそも彼女の

反発に繋がっていったんじゃないかなと思う

んです。例えば私のクエスチョンっていうのは、

彼女のお姉ちゃんが我が家に来たとき、私達家

族まだ最初の頃だったので、次女たちも次女一

家もいて、で、玄関にいらっしゃいってことで

みんなで歓迎して迎えて、で、また帰るってい

うときに、またみんなでまた来てねって言って

送ったんですね。それは私達にとっては当然の

ことだったんです。でもそれに対してこの子は

ものすごく怒ったんです。私のお客様なのにな

んでみんな出てくるのって言って、私のお客様

だよって。私達は訳がわかんないわけですよ。

そしたら、後でわかったんですけど、あの、児

童養護施設では、この子のお客様なんだから他

の子たちは玄関にきちゃ駄目だよっていう、そ

ういう決まりがあったらしいんです。私達はそ

ういうの知らないから、なんでこの子こんなこ

とで、私達はあなたのお姉ちゃんだから歓迎を

示したんでしょって風に結局彼女を叱ること

になるわけですよね。彼女のその感情に対して。

だからそういういろんなそういう、あの、とき

がいっぱいあって。もっとその、うん、里親を

叱るっていうか注意するっていうか諭すって

いうか。そういう指導が必要だったんじゃない

かなと思います」（里親 G）という語りがあっ

た。 
 

（2）愛着障害という障害を持ったお子さんと

過ごすことは経験でしかわからないことがあ

り、その経験を生かす仕組みづくりの必要性 

「（里子が）素敵なカードを書いてくれたと

しても、その積もった負の感情は消えないんで

すよね、・・・その私の心の一部がこの子のカ

ードで喜んでるけれど、その 6 割 7 割 8 割は

この子に裏切られたその負の感情が積もって

るっていう、その葛藤の中でこの子を、受け入
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れて愛して育てていくっていうことの困難さ

っていうか。そこが一番問題だと思います。・・・

もう負の感情の方が大きくなっちゃってるか

ら、時が経てば経つほど、そのいいことが負の

感情に、呑まれちゃうっていうか、・・・ 
愛着障害とかそういうのが、どんなに大変な障

害であるのかっていうのをもうちょっと私、最

初の時点でもっとはっきりわかる必要があっ

たなって今は思うんですね。・・・実際に経験

していなければわからないことですね。だから

そういう点では非常に貴重な経験をしたと思

います。一応学んだ、教えていただいたはずな

んですけど、やっぱり机上の学びと実際の生活

とまるで違ってて。そのギャップがすっごく大

きかったんですよね。自分のあのお子さんの状

態っていうのは聞いて知ってましたけど、それ

によって私の気持ちがどういうふうに変化し

ていくか、そこまで私はわからなかった（里親

G）という語りがあった。 
 

（3）委託前に子どもの医療的な診断について

検討すること 

 「最初からこう、説明されてれば、ちょっと

違ったと思うんですよ。主人ちなみに医療関係

者なんですけど、ほらね、みたいなことを言っ

てたので、診てもらったときに。そういうの先

にやんないとだめだよねみたいな。」（里親 D）

という語りが認められた。 
 

（4）親子参加の養育支援プログラム 

「あれでだいぶ私も落ち着いたので、そうい

う行動ってそういうあれでしてるんだとか、そ

れをまた家族に一応伝えて、そこにも伝えたん

ですけど、家族は参加できないんですかって言

ったんですよ。（あー。）一応親子なので、私が

メインなんですけど、やっぱり主人とか、あと、

息子も一緒にいる時間長かったので、全部の回

とは言わないけど、なんかそういうのあると家

族の見方とか接し方も変わると思う」（里親 D）

という語りが認められた。 
 

（5）児童相談所から子どもの基本情報とアセス

メントの内容を伝えること 

「なので、もうちょっと情報を入れておけば

よかったなっていうのはありますね。その家の

原因とかその後本人がどうなったとか、そんな

のわからなかったので、情報量がちょっと足り

なかったかなっていうのはありますね」（里親

H）、「ほとんど聞いてないですね。何か児相さ

んも受験のことがあるから伝えないといけな

いことがあまりに多すぎてそういう彼女のパ

ーソナリティみたいなところはあまり伝えき

れてないところがあったのかもしれないんで

すけど」（里親 I）という語りがあった。 

 

（6）里親以外の里親家庭の家族のアセスメン

トの必要性 

「（交流の前に受けるかどうかを決めていた

が）なかなか 4人で話をする時間が本当に取れ

なくて、いつも誰かしらがいないで夕飯はもう

私とその A くん 2 人で食べる状態がかなり多

かったんですね。だからみんなでルール決めよ

うねっていうことがなかなかできなくて。・・・ 

長男も下の子も含め、もうちょっとこう関わっ

てから正式に受ければよかったな、どうしても

3 人一緒に関わるっていうことがなかったの

で」（里親 H）という語りが認められた。 
 

（7）ケアリーバー（元里子）の話が自立を前

にした里子に役立つのではないか 

 「（自立に向けて準備することが難しかった

里子の養育を経験して）それこそ自立して一人

暮らし始めて 1年 2年みたいな方が、こういう

ことを知らなくてとか、一人暮らしして初めて
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こういうこと知ってとか、さっきの敷金礼金と

かの話じゃないですけど、こういうことがあっ

てってこういう制度が使えてとか、何かそうい

う話が直接その里子の方にしてもらえるよう

な機会があれば、お互い気持ちも変わったのか

なと思ったりもします」（里親 I）という語りが

認められた。 

 

（8）レスパイトが気楽にとれる仕組み作り 

「もっと気楽に取れるような仕組みみたい

な。要は申請とか、日程の調整みたいなのをち

ょっと簡単にできるようなやり方みたいなの

を導入していただけるといいな」（里親 C） 

 

（9）マッチングにおける交流期間について 

「あとは、ちょっと解除というよりは開始す

るときですね。ちょっとマッチング期間、今回

我々3ヶ月で判断をしているので、一時保護所

にいたっていうのもあってそんなに長くは準

備期間が取れなかったっていう背景はあるん

だけども、なかなかちょっと 3ヶ月でやるって

いうのは難しいかなっていうのはちょっと今

となっては振り返りとしては思うところはあ

ります。要は、何だろう。私里父としては一応

納得して委託受けようというには思えたんで

すけども、後々妻から話を聞くと、100％では

なく、なんか多少引っかかるところあるけども、

やってみて何とかなるかなみたいな感じで始

めたけれども、結果的に何ともならなかった」

（里親 C）という語りが認められた。 

 

（10）子育ての相談を家族内でできること 

「個人でやってるとやっぱりね、負担が大き

い、大きいのかな。今ちょっと知り合いのとこ

ろファミリーホームを見に行ってるんですけ

ど、もう 1人いるので、いろんなことが相談で

きるのがやっぱり強みかなと思うからね。なん

か、でも相談するね、ちゃんと支援もあります

しね」（里親 F）という語りが認められた。 

 

（11）発達の特性のある里子がいる場合、その

里子に児相から直接聞くことや意思確認が必

要 

「措置の段階からもっと考えるべきかなと

思ったんですよね。私もちょっと浅はかだっ

た。・・・既に里子ちゃんがいる家庭に、特に

発達の特性がある子が行くっていうことはや

っぱりとっても大変なことなので、そこはもう

少し例えば里親任せというか、だけではなく児

相も（すでにいる里親家庭で暮らしている里子

にも）どうなのって意見を聞くのがよいと思う。

私にはもしかして遠慮して・・・思ってるかも

しれないけど、児相から聞いてもらうとか、何

かそこで本当に意思確認をやっぱりしとかな

いとちょっとまずかったかな。」（里親 B）とい

う語りが認められた。 

 

（12）きつくなる前の体制づくりが重要（きつ

くなってから児相に助けを求めることは難し

い） 

「多分言えば、それもこういうことであって

って報告してたけど、だから一緒に行ってくだ

さいよって言えば多分行ってくれたんだと思

うけど、もうその時点ではその何か言う元気も

こちらももうない、でしまっててみたいな感じ

になってるから、やっぱり何かきつくなる前の、

やっぱそういう体制作りっていうのが、やっぱ

きつくなってから何か助けてほしいとき言っ

てくださいねって言われても言えないんです

よね」（里親 B）という語りが認められた。 

 

（13）養育プランは里親と共同作業で作成し

てほしい 

「もっと児相に関わってほしいと思うとこ
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ありますよね。っていうのは、例えば養育プラ

ンとかも大体 4 月 5 月ぐらいに上がってきま

すけど、一般的なプランでこれ名前変えても、

この子のプランじゃないよねっていうレベル

なんですよね。そこは本当にもうこれずっと里

親会でも言ってるんですけどやっぱり里親も

入って具体的にその子を今年 1 年間どうする

のかっていうことも含めて、やっぱり一緒に考

えて動くっていう関係性にならないと、多分ギ

ャップがありすぎる。そこを一緒に考えて今年

1年間こうだったよね。ママとの関係性はこう

だったよね、本人にとっての課題はこうだった

よね、今年 1年間こうしたけどここがちょっと

まずくてこうだったから来年はこうしましょ

うよとかっていうやっぱりそういう共同作業

がないとなんかうまくいかないかな。・・・あ

なたの養育駄目でした不調ですっていう烙印

を押されてるイメージがあるんですけど、だけ

ど本来はその不調を招いたのは、行政、児相の

責任じゃないかなと私は思っていて、その家庭

にその子の委託を決定してマッチングして委

託を決定するのも行政だし、その後の養育に関

して問題があれば、やっぱりそこに教育なり指

導なりサポートなりっていうのが入る。里親か

ら要望がなくてもそこに入って不調になるの

を防ぐのが行政の役割じゃないかなと思うの

でそういうやっぱり共通の認識のもと、やっぱ

動けるようにするには、やっぱりその子を一緒

に考えることが大切なのかなと」（里親 B）とい

う語りが認められた。 

 

（14）児相のケースワークを評価する機関が

必要 

 「そうなんです。なんか行き当たりばったり

的なとこは若干あるかな。それってでも評価す

る人いないよねって思うんですよね。児相のそ

ういう動きをね。今回、第三者委員会、理事会

みたいな感じで多分アンケートみたいなのが

きて、児相の動きどうですかみたいなあったけ

ど。でもねそのすごくある意味うちに、それを

やってることが正解なのか間違ってるのかっ

ていうのを本当に評価する機関が本当に必要

だなと。」（里親 B）という語りが認められた。 

 

Ｄ．考察 
1．調査協力者と委託解除となった子どもの概

要 

（1）調査協力者の年齢と性別 

 厚生労働省子ども家庭局（2020）2 の統計に

示される里親の年齢では、男女とも年齢が 40

代以上が 80％となっている。本調査において

も、現状の里親の年齢層を反映したものと考え

られる。 

 性別は里親である女性が 7名と多く、里父は

2名であった。本調査では、養育として主に里

母がかかわっている事例が集められていると

言える。 

 

（2）子どもの委託された学年と委託解除とな

った学年・性別・行動上の問題 

 就学前から委託された子どもは 4名（男子 2

名、女子 2名）であった。小学校低学年に委託

された子どもは 3名（男子 1名、女子 2名）で

あった。中学生に委託された子どもは 2名（と

もに女子であった。委託については、就学前か

ら中学生まで時期においては、各人数的には大

きな差はない。中学生時期の委託が女子のみと

なっており、その点が本データの特徴である。 

就学前に委託解除となった子どもは 3名（男

子 2名、女子 1名）であった。小学校高学年に

委託解除された子どもは 2名（男子 1名、女子

1名）であった。中学生で委託解除された子ど

もは 2名（女子 2名）であった。高校生で委託

解除となった子どもは 2名（女子 2名）であっ
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た。男子が 3名と少なく、中学生以降に委託解

除となったのは女子のみであった。その点が本

調査の対象となったデータの特徴となる。 

一般的に、行動上の問題については女子より

も男子の方が高くなる傾向（例えば、山本 他, 

2008）3 があるが、暴力の問題が示されたのは

ともに女子であった（里親 D, E, G）。また、

盗癖も 3事例に女児に認められた（里親 A,E,G）。

引土ら（2017）4 が里親に行った調査では、就

学前～高校生時期の里子の暴力・物に当たる行

為対応への対応に困った経験のある里親はい

ずれの時期も回答者の 20％を超えている。ま

た、同調査において、小学校低学年～高学年、

高校生の里子の盗みへの対応に困った経験の

ある里親においても、回答者の 20％を超えて

いた。これらの問題は里親養育に起きやすい問

題であるが対処が難しく、里親の負担が大きく、

養育上の困難さとつながることが考えられる。

本調査ケースにおいては、その暴力や盗癖が養

育不調による委託解除の背景的要因となって

いると考えられる。 

その他、「里親との関係構築の困難さ」や、

「他児との里母の取り合い」、「里親や実子との

関係構築の困難さ」という関係構築が 9事例中

8事例に認められ、関係構築に困難を抱えるこ

とが不調の要因として大きな位置を占めてい

ることが考えられる。引土ら（2017）4 では、

就学前～高校生時期の里子の「嘘をつく・だま

す」ことや、「叱られても反省しない」ことへ

の対応に困った里親はいずれの時期も回答者

の 20％を超えていた。それらの結果は、健全な

愛着関係や信頼関係の築きにくさを示唆する

が、本調査においても、そのような課題への対

応について苦慮していたと考えられ、子どもと

はいえ、安心した関係を里親―里子関係で築け

ないことが不調による委託解除の背景的な要

因となることが示唆される。 

 

（3）里親支援と里子への支援 

 フォスタリング機関から継続的な支援を受

けていた里親家庭は 4 世帯であった。しかし、

継続的な支援を受けている里親家庭のいずれ

においても、養育不調を抜本的に解決すること

は難しかった。子どもへの継続的な支援は、３

世帯において認められたが、里親からはその効

果に関する肯定的な話は認められなかった。 

 養育不調がみられながら、支援が入りにくい

現状や、支援が機能しにくいことが養育不調に

よる委託解除の背景となっていると考えられ

る。その現状について、検討していく。 

 

2．委託時点までの里親の状況 

（1）里親の職業と家庭内の里親登録状況 
 本調査では、9家庭中、共働きの家庭が 7世

帯であり、1 世帯が里母が仕事を持ち、1 世帯

は里母が専業主婦であった。また、里母のみが

里親登録をしている家庭が 3 世帯に認められ、

1 世帯が里母とその実母が里親登録をしてい

た。厚生労働省子ども家庭局（2020）2 の調査

では、里父の約 90％が就業しており、里母は約

55％が就業しており、共働きの里親が増えてい

ることがうかがえ、本調査もその状況を反映し

ていると考えられる。里親登録が里母のみの家

庭が認められている。そのことについて引土ら

（2019）5 は、「里母主導の里親登録」を行い、

里母が家庭外に支援を求めない場合、養育上困

っても里親家庭の内外で孤立していき、養育不

調となることを示している。 

 孤立状況の中で、行動上の問題のある子ども

への対応について、役割分担がどのようになさ

れていたかを検討していくことが求められる

であろう。 

 

（2）実子の有無とこれまでの受諾人数 
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 実子のいる里親家庭は 7 世帯であった。ま

た、受諾人数は 0人が 3世帯であり、その他の

里親は 1～6人を受諾していた。引土ら（2019）

5 は、里親養育において「子ども間の里母の取

り合い」が里親養育を難しくすることを示唆し

ている。また、里親養育において「実子の後押

し」が里親養育の改善に影響することを示唆し

ている。それらについて、検討していくことと

する。 

 

3．委託時点までの Aさんの状況 

（1）保護となった理由 

 里親の回答から、ネグレクトを含む何らかの

虐待があったと考えられる事例は 5 件であっ

た（里親 B,C,D,F,G）。その他、保護者の養育拒

否は 4 件であった（里親 A,E,F,G）。虐待など

の逆境的体験が子どもの心身の発達の問題や

精神疾患と関連しているとされ(Oswald et 

al., 2010)6、調査の対象となった子どもも成

育歴の中で大きな影響を受けていると考えら

れる。 

また、「児童の問題による監護困難」が 3 件

（里親 B,D,H）あり、それらは何らかの行動上

の問題が想定され、里親にとって養育が難しく

なることがあらかじめ予測されるケースであ

る。「保護者との関係の悪化による本人の希望」

1 件（里親 I）においても、保護者との関係の

築きにくさにより保護となっている。もちろん

そのような状況により保護された子どもの養

育は難しいことは推測され、里親養育について

は、家庭という私的環境の中で、実親との問題

や子どもの行動上の問題について対処する専

門性が求められ、その専門性を築き維持するた

めに、フォスタリング機関やその他関連の地域

の機関理解や支援に基づいたチーム養育（こど

も家庭庁, 2025）7を築くことが必要となる。

その点がどのように担保されていたかを検討

していく。 

 

（2）医学的診断の把握について 

 9世帯の中で 5世帯については、里親は委託

されている子どもに何らかの医学的診断があ

ることを認識していた。その中でも注意欠陥多

動性障害、自閉症スペクトラム障害、脱抑制性

愛着障害と複数診断されていたと回答した里

親が 3世帯であった（里親 A,B,H）。その他も、

知的障害（里親 F）、愛着障害（里親 G）と回答

した里親がいた。それらの障害を持つ子どもの

養育については、専門性が求められ、フォスタ

リング機関による支援や地域の理解や支援に

基づいたチーム養育（こども家庭庁, 2025）7

が求められると考えられる。子どもに医学的診

断がある中、継続的な支援を得ていなかった里

親は３世帯であった（里親 A,B,G）。そのように

診断がありつつ、支援を受けないで養育をして

いくことは、どのような専門的な訓練を受けて

いても養育困難に陥る可能性があり、養育不調

による委託解除の要因となると考えられる。 

 

（3）知能、発達検査の結果の把握 

 里親委託されている子どもについて、ウェク

スラー式の知能検査の全検査 IQ、田中ビネー

式の知能検査にて、平均より下回り、配慮の必

要な数値を回答した里親家庭が 2 世帯認めら

れた（里親 B,C）。平均以上の数値を回答してい

る里親家庭が２世帯認められた。（里親 E,I）し

かし、いずれの里親家庭においても、知能検査

の結果について児童相談所と話し合い、養育に

生かしていくというエピソードは認められな

かった。 

 

（4）委託時の年齢 

 本調査では、就学前に委託された子どもは 4

世帯であった。そのうち、３世帯が就学前の内
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に 委 託 解 除 と な っ て い る 。 Rutter et 

al.(1998)8や、Nelson, Fox, & Zeanah（2014）

9 の知見は、乳幼児期に社会的養護の必要な子

どもに対してはできるだけ質の良い里親や養

子縁組を子どもたちに提供することがその後

の発達のキャッチアップにつながることを示

唆しており、本邦においても今後、乳幼児の里

親委託は増加していくと思われる。しかし、不

調による委託解除となることは子どもに大き

な心理的な？負担を与えるため、対策を考えて

いく必要がある。就学前の子どもであっても養

育は決して簡単ではないことを示唆している。 

 里親が養育に困る内容は、委託される子ども

の年齢が上がると多様になってくる（引土ら, 

2017）4。小学校低学年（里親Ｆ,G）や中学生（里

親 H,I)の委託は、保護の理由や医学的な診断、

行動上の問題から養育上考慮すべきことが多

くなると考えられる。年齢が上がり、委託開始

の年齢が高いことと、委託期間に子どもの年齢

が上がっていくことにより困難が増すことが

養育の持続性にどのように影響していくかを

検討することは重要であると考えられる。 

 

（5）里親養育不調による委託解除の経験 

 里親委託される前に委託解除になっていた

と回答した里親世帯が１世帯あった（里親 G）。

その委託解除は養育不調によるものであった。

養育が難しいと考えられるが、里親 Gには、継

続的なフォスタリング機関の支援も、子どもへ

の直接支援もなかった。委託された子どもの問

題性が大きくなるにあたり、子どもからも児童

相談所に相談することを嫌悪され、相談しにく

い状況になっていた。また、児童相談所もそれ

までに効果的な支援を入れられなかったこと

は、養育不調の背景となっていると考えられる。 

 

４．委託時点の里子の実親の状況 

 実親の未婚や離婚は 6 名の里子に認められ

た。子どもの実親に疾患や障害があり、そのこ

とが保護の理由となっていると回答した里親

は 2世帯であった。家族機能の脆弱な環境で育

った経験は、健全なアタッチメント形成が難し

いと考えられる。里親家庭が 

そのような経験のある子どもを養育するには、

専門的な支援が求められる。 

 

5．子どもの委託・措置先の選定に関する里親 

の認識 

（1）委託された里親家庭にしか委託できない

と説明された 

 里親 Gや里親 Iの例のように、その他の選択

肢がない中で依頼があると断ることができず、

子どもとのマッチングや交流の在り方に影響

し、里親の不安や抵抗について表明しにくくな

ると考えられる。委託ありきの依頼は、子ども

を自分の家庭で養育できるかを吟味し、合わな

いかもしれないことや養育への不安の表明し

にくさともつながると考えられる。 

 支援は委託される子どものアセスメントと、

里親家庭に関する里親のアセスメントに基づ

いてなされるべきであると考えられる（引土ら, 

2020)10。里親Gや里親 Iのケースにおいては、

それらのアセスメントがどのようになされて

いたかについては明らかになっていないが、支

援の在り方に多少なりとも影響すると考えら

れる。 
 里親 G には継続的な支援は入っていない。

里親Ｇに委託された子どもの養育には、専門性

が必要となるが、それにはどのように支援をし

ていくべきかについて検討する必要がある。里

親Ｇは、児童相談所の職員が自分の「味方」に

なってくれたが、委託されている子どもの「当

然」と里親家庭の「当然」が異なり、そのこと

をふまえた養育の「指導」が足りなかったと述
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べている。 
里親 I には委託されている子どものどちら

とも支援が入っているが、「そのあたりをフォ

スタリング機関とか、ワーカーさんとかでもず

っとご相談はしてて、こんなことがあってって

言うような話はしてたんですけど、解決の糸口

も見えず」（里親 I）と語っており、有効な介入

ができていない。特に、I の里親には、依頼か

ら 2 週間程度で依頼されており、とてもそれら

のアセスメントや準備するには不十分な時間

であった。 
児童相談所が里親とどのような関係性を築

き、指導的な立場もとれる支援の関係性を取れ

るかは、委託前の子どもと里親家庭のアセスメ

ントが重要であり、そのことがなされず、委託

されていることが後々の養育不調による委託

解除の背景的要因として影響している可能性

がある。 
 

（2）期間限定で委託されながら伝えられてい

た期間を過ぎていた 

里親 F は、期間限定（1 年）で委託を依頼さ

れていたが、その委託期間は 3 年を超えてい

た。里親 F に委託されている子どもは知的障

害があり、実子との関係悪化や嘘をめぐる問題

が発生していた。フォスタリング機関の里親支

援は委託当初より開始されていたが、その問題

をめぐる里親への有効な介入となっていなか

った。当初の依頼である委託期間が 1 年を超え

ているからか、不調を改善するための対応につ

いて、あまり考慮することなく、里親は児童相

談所に委託解除を申し出ている。 
 当初の委託期間を超えている理由や新たな

目標設定を児童相談所からされていない場合、

養育不調をめぐる対応を検討し、改善を図るこ

とが難しくなるかもしれない。委託期間の見通

しを伝えることは、児童相談所と里親家庭で目

標を共有する上でも重要であると考えられる

が、委託期間が超えていることへの丁寧な説明

と、新たな目標設定を共有することが望まれる。 
 

（3）希望の年齢と異なる子の委託の打診 

 里親 H は小学生低学年を希望し、里親 I は

「小さい子」を希望していたが、児童相談所か

ら依頼されたのは中学生であった。委託される

前の里親候補には、委託される子ども像と委託

される子どもとの生活のイメージがあり、実際

の委託される子どもとそれらのイメージの差

が養育の難しさとつながる可能性がある

（Beesley 2020 引土 ら 監訳 2023）11。希望

の年齢と子どもの委託の打診の食い違いは、里

親候補であった里親 I の委託される子ども像

と委託される子どもとの生活のイメージと異

なっていた可能性があり、準備を入念しなけれ

ば、子どものニーズに即した養育についての里

親側の養育に関する準備が整わない可能性が

ある。 
特に、里親 I の場合は、里親 I の里親家庭は

その依頼から二週間という短期間で委託が開

始されており、準備は難しかったと考えられる。 
 

6．マッチング・交流 

（1）短い期間での委託 

 里親 I は、打診から二週間後に委託されてい

る。委託される子どもの部屋の用意などをして

いかなければならないことや学校の制服や教

科書などの準備など、二週間で行うことは困難

であったであろうことは考えられる。 
 Beesley (2020 引土ら 監訳 2023）11は、家

庭に迎え入れられた後の 1 年間に現れる子ど

もの行動に関する調査をレビューし、「一般的

で対処可能な問題（精神的なストレス、不安、

睡眠障害、失禁、軽度の食事の問題）」、「養育

上の大きな困難となる問題― 素行の問題、反
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抗、協調性の欠如、盗み、虚言、多動性、落ち

着きのなさ、乏しい注意力、性化行動」、「養子

縁組や里親委託の安定性を脅かす重大な問題

（親子関係の深刻な問題、愛情に無反応、愛情

の拒絶、過激な行動、とりわけ、徹底的な不服

従、暴力、攻撃性）」の三つに分け、それらの

行動についての子どもの過酷な成育歴的観点

から子どもの行動についてどのように理解し

対応ができるかが、養育能力のアセスメントに

必要であると述べている。交流はまさに、その

ようなことについて考えていく準備の期間で

あり、2 週間では難しいと考えられる。そのよ

うな中で、子どものニーズに合った養育につい

て、児童相談所が伝え、かかわりについてよく

考える準備は里親家庭にはなかったと考えら

れる。 
 里親 I は、この「短い期間での委託」の他、

「委託された里親家庭にしか委託できないと

説明された」「希望の年齢と異なる子との委託

の打診」と、委託準備が難しくなることが重な

っている。それらの複合性は、子どものニーズ

に沿った養育の実践についての準備は難しく、

養育の不調の背景的な要因となっていたこと

が考えられる。 
 

（2）書類を見て、委託を受けるかを確認され

てからの交流 

 里親 H は、書類上で委託される可能性のあ

る子どもについての情報を書面で説明されて、

委託を受けるかの承諾をしている認識である。

そのことは、里親 G や里親 I の家庭で認めら

れた、「委託された里親家庭にしか委託できな

いと説明された」と同じようにその後のマッチ

ング・交流を経ても里親は断りにくくなり、子

どもの養育に関する不安の表明が難しくなる

と考えられる。先述の通り、支援は「委託され

る子どものアセスメントと、里親家庭のアセス

メントに基づいてなされるべきである」（引土

ら, 2020)10と考えられるが、委託する側の児童

相談所は、マッチングや交流の中で、示される

里親の不安や、かかわりのぎこちなさなどから、

支援を考えることや、養育の難しさを検討し、

依頼している里親以外のことも常に考えてお

く必要がある。断ることが選択肢の 1 つに含ま

れないのであれば、マッチングや交流の中で感

じる不安について表明しにくく、支援を行う児

童相談所やフォスタリング機関は適切な関係

を築きにくくなることにもつながると考えら

れる。 
 

（3）マッチング段階で断ることで今後委託の

打診が来なくなる不安で委託を受けた 

 里親Cは養子縁組里親にも登録をしており、

断ることで委託の打診が来なくなるかもしれ

ないと考えており、マッチングで不安な点もあ

ったが表明できずに委託に至り、養育不調によ

る委託解除になっていた。 
 児童相談所がそのようなルールを設定して

おらず、またそのつもりはなくても、里親候補

がそのようなことを考えることがあることを

示唆するものである。そのことは、子どもの養

育の不安や課題について里親候補と児童相談

所間で共有することが難しくさせると考えら

れる。 
 そのため、打診の段階で断ることができ、他

の子どもの委託の可能性についても伝えられ

る必要がある。また、マッチングの段階で、里

親候補者に断ると二度と打診が来なくなるこ

とへの不安がないかを児童相談所やフォスタ

リング機関が扱っていくことがマッチングや

交流の段階で必要となると考えられる。 
  
7．委託当初 

（1）家庭内での行動上の問題 
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 里親 G に委託された子どもは交流の時期は

「よい子」だったが、委託されてから泣き叫び、

地団太、嘘をつく、盗癖が認められている。そ

の他、食事の問題（里親 A,D）、実子とのトラ

ブルからの家出（里親 H）が認められている。

里親 G は「そのことに私の知っている子ども

じゃなくなっちゃったんです」と戸惑いを述べ

ているが、その他の里親も戸惑いを述べている。 
このように委託後にみられる子どもの様々

な行動は、「本来は子どもの中にあったニーズ

（欲求の充足や適切なケア）が、条件が整って

初めて表面に出てくる」ことがあり、行動上の

問題の適応が悪くなってくるように見えるが、

それまで得ることのできなかった、長期的に必

要なニーズを退行しつつ取り戻そうとしてい

る場合には、里親との基本的な関係の構築の時

期であると考えることが必要である（御園生, 
2021）12。このように里親がとらえ、児童相談

所やフォスタリング機関に相談をしていくた

めには、そのようなことの認識と対応について

事前に協議し里親とフォスタリング機関の関

係構築をしていく必要があるが、里親 A と里

親 G においては、支援は入ることができてい

ない。里親 A と里親 G のケースは行動上の問

題が継続しているが、そのことの対応を里親だ

けで行うことは難しく、そのように行動上の問

題の継続と支援のなさは、不調の背景的要因と

なっていると考えられる。里親Dのケースは、

行動上の問題が大きく 2 週間で委託を中断し、

一時保護することになっている。その後、民間

の支援（子どもと里親が遊ぶ時間を設け、里親

がかかわり方を学ぶ支援）を受けて委託を継続

させることができていた。そのことにより里母

との関係は改善したものの、その他の家族との

関係を改善することが難しく不調となってい

る。里親 H については、フォスタリング機関

による里親支援を受けていたが、里親や実子の

里子へのかかわりの改善にはつながっていな

い。里親 H が「実子全員と関わってから正式

に受ければよかった」と振り返っているが、実

子が委託される子どものことについてどのよ

うな理解をしていたかが重要であると考えら

れる。Beesley (2020 引土ら 監訳 2023）11は、

里親委託とは何かについて実子が理解してい

るのか、委託が必要な子どもの背景、ニーズ、

予想される行動に関して、実子が理解すること

が必要であるとしている。その他にも、家庭内

の子どもの人生に養子・里子が及ぼす影響を、

子どもとソーシャルワーカーで十分に探究す

ることや、家庭内の子どもが自身の感情と行動

に適切に対処できるよう、その方法を探究して

いくこと、里子が委託されることでどのように

生活が変化するかを検討する準備が必要であ

ることを述べている（Beesley 2020 引土ら 監
訳 2023）11。委託前にそれらの里親候補とな

る過程の実子との準備不足は、不調の背景的要

因の 1 つとして考えられる。 
 

（2）保育園・幼稚園・学校での行動上の問題 

 暴力（里親 D, E）、盗癖（里親 A, E）・脱抑

制性の愛着（里親 A）が認められていた。その

ような家の外での行動上の問題については、そ

の被害にあった子どもと保護者にも謝りに行

くことが前提となり、里親への負担が大きくな

る。予測される子どもの委託されたのちの行動

上の問題に関する子どものアセスメントとと

もに、フォスタリング機関による支援や学校等

を含めた地域の理解や支援に基づいたチーム

養育（こども家庭庁, 2025）7 への準備が重要

となる。それらの対応は、里親 A, E, D のケー

スにおいて、保育園や学校への理解を促す児童

相談所やフォスタリング機関が事前に理解を

促すチーム養育の準備がなされていなかった。

負担の大きさは、里親養育不調による委託解除
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につながる養育不調の背景的な要因の一つで

あると考えられる。 
 
（3）委託後に委託された子どもの診断名を知

らされた 

 里親 B の家庭は委託された後に検査がなさ

れ、軽度の知的障害、意欠陥多動、脱抑制性愛

着障害の診断を知らされている。 
 里親委託には子どものアセスメントによる

想定される問題性とその対応、また、里親の養

育能力のアセスメントを総合的に検討しつつ

支援をしていくことが必要である（引土ら, 
2020）10。それらの診断のある子どもの養育は

どのような専門性を持っていても困難が予測

されるものである。診断名が後で知らされるこ

とは、その予測される困難が十分に里親に共有

されていない状態である。そのことは、養育不

調の背景的な要因と一つとなると考えられる。 
 
8．委託経過中 

（1）継続する家庭内での行動上の問題 

 里親 G や里親 E のケースにおいては、家庭

内の盗癖について述べられている。それらの問

題は、信頼関係を揺るがすものである。また、

それらの問題は、委託当初より継続しており、

改善をもたらすことができていない。引土ら

（2019）5 は、盗癖などの問題が繰り返され、

「同じことの繰り返し」となり「里子の問題の

常態化」がなされ、有効な介入がなされないこ

とが里親養育不調を促進することを示してい

る。それらのことから、里親 G や里親 E のよ

うに数年も続く、行動上の問題は、養育不調の

背景的な要因の一つとなると考えられる。 
 

（2）継続する学校における行動上の問題 

 里親 A や里親 G に認められる学校における

行動上の問題は、その被害にあった子どもと保

護者にも謝りに行くことが前提となり、里親へ

の負担が大きくなり、フォスタリング機関によ

る支援や学校等を含めた地域の理解や支援に

基づいたチーム養育（こども家庭庁, 2025）7へ

の準備が重要となるが、継続する問題に対して、

里親 A と里親 G のケースにおいてそのような

チーム養育の体制を形成することはできてい

ない。そのことは、養育不調の背景的な要因の

一つとなると考えられる。 
 

（3）他児との里母の取り合い 

 引土ら（2019）5は、里親家庭の実子や、す

でに委託されている里子との「子ども間の里母

の取り合い」がなされ、その対応に里親が苦慮

し、解決できない場合、不調となることを示唆

している。 
里親委託とは何かについての実子の理解や、

委託が必要な子どもの背景、ニーズ、予想され

る行動に関して、実子が理解することが必要で

あるとしている。その他にも、家庭内の子ども

の人生に養子・里子が及ぼす影響を、子どもと

ソーシャルワーカーで十分に探究することや、

家庭内の子どもが自身の感情と行動に適切に

対処できるよう、その方法を探究していくこと、

里子が委託されることでどのように生活が変

化するかを検討する準備が必要であることを

述べている(Beesley 2020 引土ら 監訳 2023）
11。そのような準備とともに、そのような「子

ども間の里母の取り合い」が生じる際には、委

託された子どもだけでなく、委託される前から

生活をしている子どもに話をして理解を求め

ることなどの介入が必要である。しかし、里親

B や里親 F についてはそのような介入は認め

られず、里親だけでは対応が困難であったと考

えられる。 
委託前の実子への理解を求めるとともに、委

託後においても実子に対する対応が求められ
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る。里親 B や里親 F においては、どちらの時

期にもそのような対応がなされていない。その

ことが養育不調の背景的な要因の一つとなる

と考えられる。 
 

（4）児相やフォスタリング機関の支援につい

て困らなかったのであまり相談しなかった 

 里親 H のケースでは委託当初より困ってい

たという話が語られていたが、フォスタリング

機関からの連絡に対して、「困っていないと答

えた」という話をしている。また、里親 F にお

いては、実子と里子の関係において困難を抱え

ていたが、そのことへの介入を児童相談所やフ

ォスタリング機関に相談して、改善を求めると

いうよりも、依頼がそもそも 1 年間であったこ

とから、委託解除を児童相談所に求めている。 
 いずれの里親もフォスタリング機関の支援

は入っていたが、問題の共有から難しく、支援

が機能していない。 
 その対応としては、委託前にチーム養育の体

制の必要性の理解を里親にいかに求めるのか、

里親に求められていることについての周知と

養育の目標や生じる行動上の問題の予測と対

応について確認していくことが求められるで

あろう。そのような対策が講じられていないこ

とが大きなリスクになると考えられる。 
 

9．養育不調に気付いたとき 

（1）里親への暴力 

 里親 G のケースでは里子から里母への暴力

が認められていた。そのことについて、里親 G
自身が対処することができないことを感じ、

「もう駄目だな」との実感に至っている。引土

ら（2019）5は、里子の行動上の問題から養育

不調になった際に、児童相談所を含む専門機関

に相談し、「サポートネットワークを広げる」

こと、相談により得られる「困難打開の方法」

を意識し、「ポジティブな養育の実感」を感じ

ることによって養育不調の改善に至る里親が

いることを示している。G は継続的な相談がな

されておらず、そのために対処が難しくなって

いる。暴力は里親養育において困難が生じる大

きな問題であり（引土ら, 2017）4、チーム養育

の体制づくり（こども家庭庁, 2025）7 だけで

なく、暴力の問題をどのように扱っていくかに

ついて事前に話し合い、対処を確認していくこ

とは、里親と児童相談所、フォスタリング機関

の間で認識を共有しておくことが大切であろ

う。その準備のなさは養育不調の要因について

は、背景的な要因の一つとして考えることがで

きる。 
 

（2）継続する行動上の問題に里親が暴力を振

るい、児相への通告となった 

 里親 Aのケースは盗癖が続き、対応に苦慮し

て暴力に至ったケースであった。その語りは、

それだけ里親が追い込まれていたことが示唆

されるものである。 

 盗癖はその被害にあった子どもと保護者に

も謝りに行くことが前提となり、養育上の負担

が非常に大きい行動上の問題である。そのこと

に対して、チーム養育の体制づくり（こども家

庭庁, 2025）7とともに、里親が抱え込まない

よう、責任を背負い込まないような普段からの

かかわりが必要である。 

 里親 Aについては、里親や里子に対して継続

的な支援を入れることができておらず、そのよ

うな体制作りが難しかったことが考えられる。

そのような体制づくりがなかったことが、背景

的な要因の一つとして考えられる。 

そのような支援を受け入れるため、登録前の

里親候補者へのチーム養育の必要性や対応の

シミュレーション、サポートを受けようとしな

い事例について考える等、教育的なかかわりも
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重要であろう。 

 

（3）実子・他の里子・同居家族との関係悪化 

 里親 H、里親 Fは実子との関係の悪化であっ

た。里親 B は、委託された里子と別の里子や、

里母の（里親登録していない）夫の関係との関

係の悪化であった。 

 実子、他の里子との関係悪化については、委

託前の話し合いが必要である（Beesley 2020 

引土ら 監訳 2023）11。また、その後、委託中

に関係が悪化した際にも、実子や里子に理解を

求めることが必要であろう。里親 H において

は、実子に対して児童相談所が理解を求めるた

めに、直接話をしているが、実子と里子との関

係を改善することが難しい状況であった。 

 里親 Bにおいては、里親登録をしていない夫

と里子との関係の悪化であった。「里母主導の

里親登録」において、里母が家庭内で孤立しや

すく、他の家族への相談が難しくなることがあ

る。里親登録していない夫の里子の理解を確認

することや、かかわりの役割について事前に確

認をすることが求められると考えられる。継続

的な支援がなかったこともあり、対応が難しか

ったと考えられる。 

 チーム養育の体制づくり（こども家庭庁, 

2025）7 だけでなく、里親登録をしていない家

族の里親養育の理解と、役割の確認をどのよう

に扱っていくかについて事前に話し合い、対処

を確認していくことは、すべての里親になされ

るべきである。その準備のなさは養育不調の要

因については、背景的な要因の一つとして考え

ることができる。 

 

（4）陰で知らない人とつながっていることを

見つけ責任が持てないと思うことと、児童相談

所・フォスタリング機関に相談しても解決が難

しいこと 

 Iの里親家庭においては、委託された子ども

が、里親に伝えず、嘘をついて会いに行ってお

り、そのことで責任が持てないと感じ、養育不

調とともに委託解除について意識するように

なっている。里親 I の里子は中学生であるが、

引土ら（2017）4 の調査では中学生時期の里子

の養育を経験した回答者の 20％以上が、「家で

いうことを聞かない」、「コミュニケーションを

取れない」ことに困った経験をしていた。高校

生以上においては、その率が高まるとともに、

「徘徊・家出」の問題で困った経験のある里親

は回答者の 25％以上であった。 

 思春期を迎える里子の養育においては、家庭

内のルールを守らないことやコミュニケーシ

ョンをとることの難しさや管理のできない徘

徊については予測されることであり、そのよう

な状況への準備や支援が必要であろう。その意

味でも警察も含めた地域との連携が求められ

ると考えられる。 

里親 I においては里親支援とともに里子支

援も行われていたが、そのことによって、その

ようなチーム養育体制は形成されておらず、改

善することは難しい状況であった。 

Fahlberg（1994 御園生 他 監訳 2024）13は

子どもの行動上の問題の背景に目を向けるこ

との重要性について述べ、例えば成育歴的な問

題、それは実親との分離や別れたことの悲嘆を

解決できていないこと等を考慮して対応を検

討していくことが行動上の問題への対応の原

則であることを述べている。 

里親 Iにおいては、そのような対応がなされ

ておらず、支援を機能させることが難しかった。

そのような支援の意味について、事前に里親に

研修などで知らせ周知していくことやそのよ

うな支援の在り方について受け入れるための

研修が求められるであろう。それらの支援がな

いことは、養育不調の背景的な要因の一つとな
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ると考えられる。 

 

（5）A への支援のため、家族の理解を得るの

が難しかった 

 里親 Bは、委託されていた里子とすでに暮ら

していた里子と同居家族の関係が悪くなり、対

応に苦慮していた。その里子の対応として、発

達センターによる支援を受けるために、里母が

相談に行き、その他の家族からも相談すること

を提案されていた。しかし、すでに暮らしてい

た里子も同居家族もその提案には応じなかっ

た。引土ら（2019）5 は「里母の主導による里

親登録」により、里親家庭において話し合いし、

賛同を得ていないと家庭においても里母は孤

立することを示唆している。里親 B において

も、委託されている里子の養育に困るが、なか

なか他の家族の協力を得ることが難しいとい

うことが認められる。家庭内の孤立が家庭外の

孤立にもつながっていると考えられる。 

 

（6）継続する行動上の問題に関して話し合う

ことができなくなる 

 里親 E や里親 F は小学校低学年から高学年

にかけての子どもを委託しており、里親 Eは子

どもの盗癖に関して、里親 Fは子どもが嘘をつ

くことが行動上の問題であった。引土ら（2019）

5 は、小学生の里子の嘘をつくことに困ったと

回答した里親は、回答者の 30％以上であった。

小学生の盗癖については 20％以上の里親が困

ったことがあると回答していた。どちらも、お

互いの信頼関係を傷ことに支障をきたす。里親

養育において、嘘と盗癖についてどのように対

応をしていくかということは大きな課題の一

つである。また、引土ら（2019）5は、「話をし

てくれない」ことは、「里子の問題の常態化」

をもたらすとしている。子どもと話し合うこと

が求められるが、その対応が難しくなる際に、

どのように対応していくかについては、支援を

受けつつ相談をしていくことが望まれる。里親

Eや里親 Fの家庭は、それぞれその解決できる

ことへの実感なく、そのことで養育不調を意識

し、委託解除となっている。里親 Eにおいては、

児童心理司による本人支援が入っていたが、里

親自身が効果を実感することはできていなか

った。また、フォスタリング機関の支援は、委

託初期の頃に里親 E の行動上の問題が軽減す

る見通しを伝えることで、里親が乗り切ること

ができたと述べていたが、この盗癖について話

し合うことができないことにより、里親にかか

る負担が大きくなっていた。里親 F について

は、委託されている子どもが嘘をついているこ

とがわかっていたが、そのことについて話し合

うことができないことが、委託解除を申し出る

きっかけとなっていた。話し合うことができな

くなることは、何とか打開していこうという気

持ちになることが難しくなることを示唆する。

話のできない子どもへの対応について考える

上では、その行動の背景について検討していく

ことや、チーム養育（こども家庭庁, 2025）7

によって子どもの行動上の問題の責任を抱え

込まず、「みんなで育てる意識」を持つことに

より改善している里親がいることを引土ら

（2019）5は報告している。 

 そのような困難な状況において、いかにその

ようなチーム養育を形成できるかが課題であ

ろう。そのようなチーム養育を形成できないこ

とは、リスクとなり、養育不調の潜在的な要因

の一つとなると考えられる。 

 

（7）里子が他の所に行きたいという 

 里子が現在の里親家庭から出て、他の社会的

養護や実親の所に戻ることの発言をすること

がある。特に、行動上の問題がある場合、指導

への反発として、そのような言葉が発せられる
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ことは、少なくない。里親 Eは盗癖が続くこと

で関係が悪くなっている中でそのような発言

が認められている。里親 Cの家庭は、里子と里

親が関係を築くことが難しく、里親から里子に

希望を聞く形で里子から他の社会的養護に移

りたいという話が出ている。そのような発言が

出てきた場合、里親が里子との関係を改善して

いける認識を持ちえない場合は、不調による委

託解除に進んでいく可能性が高くなると考え

られる。 

 普段の支援が重要であり、チーム養育の体制

をいかに築き、その発言の判断もチーム養育の

中で協議しながら対応していくことが望まれ

る。そのような体制が築けないことが養育不調

のリスクとなると考えられる。  

 

（8）主な養育者の就業状況による養育の困難

さ 

 里親 Fは、実子と里子の関係の悪化や、里子

が嘘をつくことや話のできないことに苦慮し

ていた。その上、里母は夜勤のある仕事であり、

生活時間や睡眠時間が不規則になるなど、負担

が大きい。夫は里親登録をしておらず、相談が

できなかった。里母の実母が里親登録をしてい

たが、揉めて里母の実母から養育に関する相談

や協力を得ることが難しくなっている。里母が

家庭内で孤立してしまい、対応が難しくなって

いることが考えられる。 

 里親の就業状況と、里親登録をしている里母

の実母の役割について検討し、対応が難しくな

った際の対応について検討する準備が必要で

あろう。そのような支援がなされておらず、そ

のことの準備と支援体制が築けていないこと

は、不調による委託解除の背景的な要因となっ

ていると考えられる。 

 

10．養育不調が児童相談所に共有されたとき 

（1）継続する行動上の問題のため対応困難に

なり委託解除を児童相談所に相談する 

 里親 G と里親 B はいずれも委託されている

里子の行動上の問題に対応が困難とあり、委託

解除の要請に至っている。里子の問題への対応

は大変であるが、前項の養育不調に気が付いた

時から委託解除の要請までがあまり期間もな

く、特別な介入などがなされていないことが特

徴的である。 

 それには委託される前の事前の想定による

児童相談所やフォスタリング機関との確認が

なされていないことと、普段からの支援的な関

係形成ができていないことが問題であろう。チ

ーム養育の形成とともに行動の背景にある里

子の心理的な理解について行われるべきであ

り、そのことへの準備がなされていないことが

リスクとなっていると考えられる。 

 

（2）委託の解除の時期に関する方針の違い 

 里親 Eは、委託解除の要請をしたのちに、す

ぐに委託解除になることを伝えられている。里

親としては、委託解除を年度末にする方がよい

と思っているが、児童相談所はリスクを考え、

すぐに委託解除をすることとしている。 

 このような委託解除の時期をすり合わせて

いくことは、このような緊急な状況においては

難しい場合があると考えられる。引土ら 

（2019）5 の調査においては、委託解除となっ

た里親は、「危機状態での児童相談所との方針

の不一致」を経験していた。そのような状態に

なる前に支援を里親が受けられ、行動上の問題

に関する目標を持てることが重要となると考

えられる。 

 

11．委託解除までの期間 

（1）委託解除を見越して、実親との交流を継

続する 
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 委託解除後に家族再統合を念頭に実親との

交流を行っているケースが認められた。里親 D

のケースは里親との関係構築に難しさがあり、

予定よりも委託解除が早かったが、その後実親

の元に帰ることができていた。養育不調の訴え

が早かったため、実親との調整をすることがで

きていた。その後の実親との生活が送ることが

できるようになれば、不調による委託解除の負

担はあるが、里子も納得するところがあるので

はないかと考えられる。 

 

（2）児童相談所から有効な支援がないこと 

 引土ら（2019）5は、養育に限界を感じ、委

託解除となっている里親が、「危機状態での児

童相談所との方針の不一致」となり委託解除を

経験していたことを報告している。 
 本調査は養育不調による委託解除の状況に

ついて調査を行うものであるが、委託解除は普

段からの里親と児童相談所が反映されるもの

であると考えられる。里親と児童相談所の方針

が不一致となることは最大の危機の要因とな

ると考えられる。そうならないよう、チーム養

育（こども家庭庁, 2025）7の形成により、児童

相談所やフォスタリング機関が、里親に委託さ

れている子どものアセスメントを行い、里親が

苦慮する里子の養育に共感するとともに、里子

の発達の特性や障害等があれば明らかにする。

その上で、養育に必要なことを具体的に示し役

割分担をしながら、里子と里親への支援を継続

していくことについて、里親、児童相談所、フ

ォスタリング機関が共有できるような関係構

築が求められる。 
 

（3）解除については A に里母から伝えないよう児

相担当者から指示された  
 里子に委託解除を里親から伝えることで、里

子を情緒的に刺激し、自傷他害や家出、その他

何らかの事故が起きることを心配してのこと

であると考えられるが、このように委託解除を

計画していることを、委託されている子どもに

伝えず、委託解除され移動させられる当日に言

うことは、成育歴の中で保護者との分離や措置

や委託にあたって自身の意思を尊重されるこ

との少なかった子どもへの負担が大きいと考

えられる。 

 養育不調が里親に意識された際に、児童相談

所に共有し、里子の行動上の問題を改善してい

く上で対応を検討することが望まれる。引土ら

（2019）5 は養育不調と委託解除には、危機状

況の中で里親は「危機状態での児童相談所との

方針の不一致」となることが多いことを示唆し

ている。一方で、引土ら（2019）5 は、里親養

育不調の危機から改善をしている里親は、里親

と児童相談所が目標を共有し、「児童相談所と

の協同」していたことを報告している。そのよ

うな児童相談所と里親側で方針を統一させる

介入が求められる。また、行動上の問題につい

て、里子に改善のために具体的な方針を伝え、

委託の維持との関係について説明することが

望ましいと思われる。その改善について、話し

合い、改善されない場合の委託解除の可能性に

ついては、事前に子どもが理解できるように説

明に手を尽くすべきではないだろうか。 

そのような委託解除の在り方は、これまで児

童相談所が一番苦慮してきていたことである。

児童相談所へのインタビュー調査も踏まえ、そ

の対応について検討することが必要である。 
 

12．委託解除時 

（1）里親は里親をやめることができないと里

子は思っていた 

 里親としては、委託されている里子に対して、

そのような暴力を振るっていると、一緒に暮ら

すことは難しくなることは伝えていた。しかし、
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里子はそのことを受け入れることは難しかっ

たのか、里親は委託をやめられないということ

を述べていた。里子については、里親制度につ

いて説明し、理解を求めることが必要である。 

 そのためには、普段からの児童相談所と、里

子本人の支援や個別で話をする機会を持つこ

とが重要である。 

 

（2）子どもにとっては唐突な委託解除 

唐突な委託解除は子どもに大きな負担を与

える。社会的養護で暮らす子どもたちは、重要

な対象との分離とその別れによる悲嘆を抱え、

心的な傷つきは心身の発達に大きな影響を与

える（Beesley 2020 引土ら 監訳 2023）11。

そのため、Fahlberg（1994 御園生 他 監訳  
2024）13は、委託解除による移動は、子どもに

とって、トラウマになる可能性があると述べて

いる。 
Fahlberg（1994 御園生 他 監訳 2024）13

は、「里親委託が解除され移動することは、関

係性の継続という子どもの最も基本的なニー

ズの充足を阻害することになる」と述べている。

また、「移動の度、それが実親のもとへ戻るこ

とであったとしても、発達の中断につながりや

すく、子どもの委託解除による移動は最小限に

することがソーシャルワーカーには求められ

る」としている。また、Fahlberg（1994 御園

生 他 監訳 2024）13は、「理想的には、里親

と支援機関間の合意において、委託解除による

移動を行う場合には、その後の見通しや治療計

画とともに、10 日から 2 週間等の十分な猶予

を持って前もって通知することを定めておく

とよい」としている。 
子どもの負担をできるだけ避け、後で振り返

り、自身の行動と委託解除が結び付き、関連付

けられるものでないと、心的外傷となる可能性

もある。行動上の問題について、里子に改善の

ために具体的な方針を伝え、委託の維持との関

係について説明することが望ましいと思われ

る。その改善について、話し合い、改善されな

い場合の委託解除の可能性については、事前に

委託解除の可能性について里子に説明するべ

きではないだろうか。インタビューの例に挙げ

られた委託解除の在り方は、これまで児童相談

所が一番苦慮してきていたことである。児童相

談所へのインタビュー調査も踏まえ、その対応

について検討することが必要である。 
 

13．委託解除後 

（1）自分からやろうとした里親を、自分から

やめてしまったことへのつらさ 

 行動上の問題のある子どもを養育するにあ

たり、その行動上の問題により傷つく人たちが

いたり、里子のことで協力を受けていたことが

あったが、里親としては委託された里子を守る

気持ちが優先されていた。しかし、その子ども

の委託解除を経験しその子どもの里親をやめ

ることによって、その協力してもらった人たち

や傷ついた人たちに申し訳ない気持ちが大き

くなることを示唆している。 

当事者が経験する傷つきについては各ケー

ス異なるが、このような語りは、子どもとの単

純な別離のことに関するものではなく、そのコ

ミュニティの中で暮らしていたことで、自分だ

けでなく、コミュニティの人たちにも負担をか

けてきたのにもかかわらず、責任を果たせなか

ったことへの罪悪感や罪責感があることが示

唆される。そのような委託解除後の里親へのケ

アは今後の課題である。 

里親 Eにおいては、子どもとの別れの悲嘆と

責任を果たせなかったことに対する児童相談

所からの言葉に刺激され、傷つきが認められる。

委託解除時は里親と児童相談所の子どもへの

対処の方針が異なることがある（引土ら, 2019）
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5。児童相談所が委託解除を行い、そのプロセス

の中でどうしても里親が傷つくことはあるで

あろう。委託解除になった元里親の人生や、そ

の後の里親としての活動に、どのようにしてそ

の経験を意味のある形で受け止め、生かしてい

けるようにサポートできるかが課題である。 

 

（2）委託解除後は家庭復帰  

 養育不調による委託解除であっても、解除後

の生活が実親等の親族で、その後の生活が送れ

ているということが、里親にとって、自らの養

育経験をややポジティブにとらえることがで

きることが示唆される。 

 

（3）不調について見聞きし、自分の体験を振

り返ることで、整理する 

 他の里親不調の状況や親子の虐待の状況な

どを聞くにあたり、委託解除を振り返り、整理

することができる場合もあることが E の語り

によってうかがえる。委託解除の経験は、その

当事者全員に負担のかかるものであるが、里親

に対して可能であるならば、その他の不調のケ

ースの様々な個人情報への配慮と情報を加工

し組み合わせることにより、個人情報の問題に

ならないようにする模擬事例を示していくこ

とや虐待の問題について研修などで知らせる

ことで里親養育でも発生するかもしれないこ

とについて知らせることは、自分の委託解除の

傷ついた経験を再整理、再統合できる可能性が

あると考えられる。 

 

14．養育不調予防のために望むこと 

（1）子どもの「当然」と里親の「当然」が乖

離しており、そのことに気づかせ指導する支援 
子どもは過酷な成育歴の中で身についた「当

然」が里親の「当然」と異なり、そのことがマ

ナーや常識に反しているように見える場合が

ある。マナーや常識に反しているように見える

場合には、里親は注意や叱ることを躾として行

わなければならないともうことがあるであろ

う。ただ、そのプロセス自体は、里親が里子と

の関係を築くことの難しさになっている場合

がある。子どものニーズに合わせた養育をする

ためには、子どもの視線に立って、子どもの世

界を内側から考えていくことが望まれる。 
Fahlberg（1994 御園生 他 監訳 2024）13は

子どもの行動上の問題の背景に目を向けるこ

との重要性について述べ、例えば成育歴的な問

題、それは実親との分離や別れたことの悲嘆を

解決できていないこと等を考慮して対応を検

討していくことが行動上の問題への対応の原

則であることを述べている。 
そのような視点からの支援を行うためには、

支援者が里親だけに会うのではなく、里親に支

援を行うにしても、支援者が成育歴などを把握

した上で里子に会って、関係を築きどのような

子どもなのかを把握して、その子どもの「当然」

とはどのようなもので、そのことが行動上の問

題や里親の関係の築きにくさとどのように関

係しているのかということを検討することが

求められる。その上で、里親に対してかかわり

方を助言したり、提案したりすることが必要で

あると考えられる。 
 

（2）愛着障害という障害を持ったお子さんと

過ごすことは経験でしかわからないことがあ

り、その経験を生かす仕組みづくりの必要性 

 E の里親は、愛着障害のある子どもとのかか

わりの中で、子どもへの負の感情が消えないこ

とや、思ってもいなかった負の感情を感じる新

たな自己と出会うことによる傷つきが語られ

ている。そのことが委託された里子の養育にあ

たって大きな影響を与えていたと語られてい

る。これは、机上ではなく、経験しないとわか
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らないことであると述べている。 
 このような経験を分かち合い、里子の養育に

ついて検討していくことは、今後里親制度を推

進していく中で、必要な視点ではないかと考え

られる。 
里親リクルートの場面等では、里親の体験談

を語ってもらうことがある。その話はポジティ

ブなものが多いが、里親研修の中には、このよ

うな委託解除となった経験について当事者の

体験談を共有することも重要であり、そのこと

を克服するための支援とは何かを合わせて里

親に周知することが必要であると考えられる。 
 里親養育には専門性が求められるが、そのよ

うな養育上発生する困難について知り、支援を

受けながら対応する体制作りの必要性を理解

することは専門性の一つとして考えてもよい

のではないだろうか。 
 

（3）委託前に子どもの医療的な診断について

検討すること 

 Greiner ら(2015)14は「虐待被害,実親の行方

不明等のケースには,里子の成育歴,医療情報,
過去の行動上の問題等がわからず,里親は日々

の生活に不安や戸惑いを感じる」と述べている。 
里子の過去について、現状の行動上の問題が

発達障害的な診断がつくものであるのか、つか

ないものであるのか、それとも虐待によるもの

なのかがわからないと、どのように接してよい

のかわからない場合もあると考えられる。里親

支援を行う上で、医療的な診断は非常に重要な

ものとなる（引土ら, 2020）10. 
 里親への委託前に子どものアセスメントを

する上で、行動上の問題がある際には、児童相

談所所属の医師に診断的見立てを聞き、その内

容を里親に伝え、児童相談所はその上で支援計

画を立て、里親と共有することが望まれる。 
 

（4）親子参加の養育支援プログラム 

子どもへの支援を含んだ支援プログラムが

あることが、里親支援に必要である。それは、

子どもの適切なアセスメントを行わなければ

適切な里親支援が難しいからである（引土ら, 
2020）10。 
 引土ら（2020）10は、医師と心理職の協働に

よる包括的アセスメントによる里親支援プロ

グラムを行っているが、そのような子どもの精

神医学的な診断に基づき、成育歴の心理社会的

理解、里親家庭の包括的アセスメントに基づく

里親支援があるとよいのではないかと考えら

れる。児童相談所の福祉司、心理職、またはフ

ォスタリング機関の支援者と、児童相談所所属

の医師との協働により、実践可能である。 
 近年では、世界的に乳幼児を中心に里親と里

子のかかわりを促進し、健全なアタッチメント

関係を築くための「ウォッチ・ミー・プレイ！」

プログラムが導入されている（ジェニファー, 
2023）15。書籍だけでなく、支援者や支援を受

ける養育者側のテキストもフリーで手に取る

ことができ、それらを導入することもよいので

はないかと考えられる。 
 

（5）児童相談所から子どもの基本情報とアセ

スメントの内容を伝えること 

子どもの基本情報と児童相談所によるアセ

スメントの内容が伝わっていない里親が認め

られていた。里親委託にあたっての準備期間の

短さと不調による委託解除の関係については

これまでも考察してきていたが、アセスメント

内容と里親が養育をする上でどのような問題

が起きそうか、その見通しと対応や支援につい

て共有することが望まれる。 

 

（6）里親以外の里親家庭の家族のアセスメン

トの必要性 
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 本調査では、実子、すでに里親家庭で暮らし

ている里子、里親登録をしていない家族と委託

された子どもとの関係の悪さから里親不調に

よる委託解除が認められていた。 

 そのことから、里親だけでなく、その他の里

親家族とも会い、里親制度の理解を確認すると

ともに、生じる可能性のある問題、その対処と

役割について確認をしていき、困ったことがあ

れば相談を受けるということを伝え理解を求

めることが委託前に行われる必要があると考

えられる。 

 

（7）ケアリーバー（元里子）の話が自立を前

にした里子に役立つ可能性 

 このような働きかけはすでに行われている

地域もあるが、将来的には、専門的な訓練を受

けたケアリーバーが相談を受け、助言のできる

仕組みもあるとよいかもしれない。 

 

（8）レスパイトが気楽にとれる仕組み作り 

 レスパイトについては、児童相談所やフォス

タリング機関がコーディネイトすることとな

っているが、このような里親側からレスパイト

に関するニーズ調査はあまり行われていない。

今後、里親の負担を軽減するためのニーズ調査

を行い、仕組みを作っていくことが望まれる。 

 また、レスパイトに関しては、里親視点だけ

でなく、レスパイトによって移動する、里子の

心地よさの視点も必要であろう。それらについ

ては、今後検討していく課題である。 

 

（9）マッチングにおける交流期間について 

 ケースによっては交流期間を延ばしていく

ことも必要かもしれない。ただ、交流期間だけ

の話なのかは検討していく必要がある。交流の

中身とアセスメントが緻密で、児童相談所やフ

ォスタリング機関から伝えられる内容が里親

にとって納得いくもので、今後の見通しを立て

られることに役立つものであるかということ

が重要であると考えられる。 

 委託される予定の子どものアセスメントや、

里親のアセスメントは、標準的なものがまだ本

邦ではなく、各地域の専門性に委ねられている

ところがある。標準的なものを作成し、議論し

ていく試みが重要である。 

 

（10）家族で子育ての相談をできること 

Fの家庭は、ファミリーホームと里親養育を

比較して、ファミリーホームのように相談でき

ることについて言及している。里親養育におい

ても、家族の中で相談できるような体制づくり

をしていく必要がある。そのため、委託前に里

親と里親登録していない家族の役割や、今後想

定される問題にどのように対応していくかの

準備が必要となる（Beesley 2020 引土ら 監訳 

2023）11。 

 

（11）発達の特性のある里子がいる場合、その

里子に児相から直接聞くことや意思確認が必

要 

 本調査では、里親家庭ですでに生活をしてい

る実子や、里子との関係悪化により里親養育不

調になり、委託解除となっていたケースが認め

られていた。 

児童相談所は、里親委託する前に、その家庭

に暮らしている子どもに、新たに里子を委託さ

れることについての認識を問い、新たに生じる

可能性のある問題について、相談できることに

ついて話をしていくことが必要であろう。特に、

すでに里親家庭で暮らしている子どもが発達

障害などの特性がある場合には、そこに生じる

であろう問題の見通しや対処について伝えて

いく必要がある。また、里親や児童相談所に相

談ができることを事前に伝えていくことが必
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要である。 

 

（12）きつくなる前の体制づくりが重要（きつ

くなってから児相に助けを求めることは難し

い） 

 委託前にチーム養育（こども家庭庁, 2025）

7 の体制づくりの重要性を里親と児童相談所、

フォスタリング機関において共有し、委託され

る子どもの成育歴の確認と、事前のアセスメン

トによる委託後に予測される行動上の問題と

その対応について協議していくことが望まれ

る。養育上、表面的には困難度が低い場合であ

っても、子どものニーズや委託された子どもの

心的状態や発達状況について検討をすること

は普段からできることである。それらのことに

ついて検討し、きつくなる前からの里親、児童

相談所、フォスタリング機関の間に信頼関係が

構築されることが、養育不調の改善につながる

と考えられる。 

 

（13）養育プランは里親と共同作業で作成す

ることの必要性 

 里親としては、子どもの状況を把握して、年

度ごとの養育や自立支援計画については、協働

して行うことが望まれる。チーム養育（こども

家庭庁, 2025）7の体制を構築していく上では、

それらの計画の書類は、養育の目標を共有する

重要なコミュニケーションツールとなってく

る。里親、フォスタリング機関、児童相談所が

チーム養育の体制づくりがどれくらい綿密に

行っているかが反映されるものであろう。 

 不調を改善していく試みには、そのような自

立支援計画書の作成をいかに共同で行ってい

くかの意識付けが重要である。 

 

（14）児相のケースワークを評価する機関が

必要 

 児童相談所が里親養育不調による委託解除

を決定している。子どもの最善の利益を目指し

行われるべきであるが、その経験への積み重ね

と対応の改善は各児童相談所に任されている

のが現状である。児童相談所のケースワークの

評価については今後の課題である。 

 

14．本調査の限界  

 本調査の報告書は9事例のデータに基づい

て行っている。その他にも養育不調による委

託解除の事例はあると考えられ、事例数とし

ても不十分である。今後、追加調査を行い、

さらに養育不調の背景的要因に関連すると

考えられる事象について挙げていくことと

する。 

 

Ｅ．結論 
里親に委託された子どもの養育をするに

あたり、養育不調による委託解除になる背景

的要因に関連する事象について検討するた

め、インタビュー調査を行った。9世帯10名の

里親が調査に参加した。 

 その結果、5名の里親に委託された子ども

たちは、愛着障害、自閉症スペクトラムや注

意欠陥多動性障害等の診断があり、暴力、盗

癖、家族との関係構築の困難さ等の対応困難

な行動上の問題があった。委託される前の児

童相談所による子どものアセスメントや養

育者のアセスメントに基づく養育の目的や

目標の説明やマッチング時の交流が不十分

であることが示唆された。また、児童相談所、

フォスタリング機関等の継続的な里親支援

体制が築かれていない里親が4世帯認められ

た。また、里親が養育に困難を抱えていても、

相談することによってき解決できている家

族は認められなかった。委託されている子ど

もたちは、様々な診断と行動上の問題が示さ
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れていたが、9世帯中6世帯は子どもへの治療

的かつ継続的な支援は受けていなかった。 

児童相談所による子どもへの適切なアセ

スメントがなされておらず、養育の困難さの

可能性が適切に予測されていないため、委託

前の不十分な準備が生じると考えられる。そ

の不十分な準備は、チーム養育の重要性が里

親に認識されていないことにも関連してい

ると考えられる。養育が困難になるが、里親

は支援を受けられておらず、子どもの行動上

の問題に対して効果的に改善するかかわり

をすることができず限界を迎え、委託解除を

要請することとなっていることが多かった。 

子どもや里親のアセスメントの不足や、委

託前から始まるチーム養育体制の構築への

意識の不足が、養育不調による委託解除の背

景的要因となっていると考えられる。 
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協力家

庭
里親の年齢 性別 家族状況 里親の種類 実子の有無

これまで

の　受諾

人数

委託時と委託解除

児の里子の学年
里子の性別 保護の理由 里子の主な問題 医学的診断 知能検査

フォスタリング機関

からの継続的支援

里子への児相・フォ

スタリング機関から

の継続的支援

A 50代 女
里父：正社員、

里母：非正規による雇用
養育里親 有 1人 就学前～高校生 女 父母の未婚、養育拒否 盗癖・過食

注意欠陥多動性障

害・自閉症スペクト

ラム障害

受けたが結果は知ら

されていない 無 無

B 50代 女
里母：非正規による雇用、

里母の夫：正社員、里親登

録なし

養育里親 無 3人 就学前～就学前 男
ネグレクト、保護者の死亡、

児童の問題による監護困

難、

知的障害・他児との里

母の取り合い

（委託後に判明）知

的障害・注意欠陥

多動性障害・脱抑

制性愛着障害

田中ビネーⅤ

IQ61－70 無 無

C 40代 男
里父:正社員、里母：専業主

婦

養育里親・養

子縁組里親
無 0人 就学前～就学前 男

保護者の放任もしくは怠惰、

母の虐待もしくは酷使

夜尿・里親との関係構

築の困難さ
なし

WISC

IQ71－80 有 無

D 50代 女
里父:正社員、里母：非正規

による雇用

養育里親・専

門里親
有 6人 就学前～就学前 女

保護者の精神疾患、母の虐

待もしくは酷使、児童の問題

による監護困難

多動衝動性・保育園で

の暴力・里親との関係

構築の困難さ

なし 受けていない 無 民間の支援

E 50代 女
里母:正社員による雇用、

里母の夫：正社員、里親登

録なし

養育里親 有 4人
小学校低学年～小

学校高学年
女 父母の未婚、養育拒否

里親との関係構築の

困難さ・学校で暴力を

ふるう・盗癖

なし
WISC

IQ91－100 有 有

F 50代 女
里母:正社員による雇用

里母の夫：里親登録なし、

里母の実母が里親登録

養育里親 有 4人
小学校低学年～小

学校高学年
男

母の虐待もしくは酷使

養育拒否

里親や実子との関係

構築の困難さ
知的障害

受けたかどうかわか

らない 有 無

G
70代
70代

男
女

里父母:非正規による雇用 養育里親 有 0人
小学校低学年～中

学生
女

保護者の行方不明、父母の

離婚、父母の不和、保護者

の精神疾患、保護者の放任

もしくは怠惰、母の虐待もしく

は酷使、養育拒否

嘘をつく・盗癖・里親と

の関係構築の困難さ・

里親への暴力

愛着障害 受けていない 無 無

H 50代 女
里母：非正規による雇用、

配偶者なし
養育里親 有 1人 中学生～中学生 女 児童の問題による監護困難

里親や実子との関係

構築の困難さ

注意欠陥多動性障

害・自閉症スペクト

ラム障害

受けたかどうかわか

らない 有 無

I 40代 女 里父母:正社員による雇用 養育里親 有 0人 中学生～高校生 女
保護者との関係の悪化によ

る本人の希望

里親との関係構築の

困難さ
なし

WISC

IQ121-130 有 有

表1　調査協力家庭一覧表
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付録１：ヒアリング調査事前アンケート（里親） 
回答日：       年    月    日           回答者： （   里母   ・   里父   ） 
 
養育不調による委託解除となったお子さんお一人についてお伺いしていきます。 
そのお子さんを仮に A さんとさせていただきます。 
 
A さんについてお答えください。 
1. 性別        （   男   ・   女   ） 

2. 委託時のご年齢   （      歳      ヵ月） 

3. 委託時の在籍について以下からあてはまるものに〇をつけてください。 

1: 保育園 2: 幼稚園 3: 認定こども園   
4: 小学 1年生 5: 小学 2年生 6: 小学 3年生 7: 小学 4年生 8: 小学 5年生 9: 小学 6年生 

10: 中学 1 年生 11: 中学 2 年生 13: 中学 3 年生 14: 高校 1 年生 15: 高校 2 年生 16: 高校 3 年生 

4. 国籍        （               ） 

5. 委託解除時のご年齢 （      歳      ヵ月） 

6. 委託解除後の措置変更先について以下からあてはまるものに〇をつけてください。 

1: 乳児院 2: 児童養護施設 3: 児童自立支援施設 4: 児童心理治療施設 
5: 自立援助ホーム 6: 他の里親 7: ファミリーホーム 8: その他（家庭復帰等） 
9: わからない    

7. A さんの児童相談所による保護の理由についてあてはまるものに全て〇をつけてください。  

1: 保護者の死亡 2: 保護者の行方不明 3: 父母の離婚 4: 父母の未婚 

5: 父母の不和 6: 保護者の拘禁 7: 保護者の入院 8: 家族の疾病の 
付き添い 

9: 次子出産 10: 保護者の就労 11: 保護者の精神疾患 12: 保護者の放任 
もしくは怠惰 

13: 父の虐待 
もしくは酷使 

14: 母の虐待 
もしくは酷使  

15: 棄児 16: 養育拒否 

17: 破産等の経済的理由 18: 児童の問題による 
監護困難 

19: 児童の障害  

20: その他（                            ）  21: わからない 
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8. A さんの虐待の被害についてあてはまるものに〇をつけてください。  

虐待被害      （  あり  ・  なし  ・  わからない  ）  
➡「あり」の場合、その種類についてあてはまるものに全て〇をつけてください。  

1 :  身体的虐待   2 :  ネグレクト   3 :  性的虐待   4 :  心理的虐待 

9. A さんの心身の状況についてあてはまるものに〇をつけてください。 

医師による医学的診断（  あり  ・  なし  ・  わからない  ）  
 ➡「あり」の場合、その内容についてあてはまるものに全て〇をつけてください。 

1: 身体虚弱 2: 肢体不自由 3: 視覚障害 4: 聴覚障害 

5: 言語障害 6: 知的障害 7: てんかん 8: 心的外傷後ストレス
障害（PTSD） 

9: 反応性愛着障害  10: 注意欠陥多動性障害
（ADHD） 

11: 学習障害（LD）  12: 自閉スペクトラム 
障害（ASD） 

13: 高次脳機能障害 14: チック 15: 吃音症 16: 発達性協調運動障害 

17: その他（                                       ） 

10. A さんの知能検査および発達検査についてあてはまるものに〇をつけてください。 
※覚えている範囲で構いません。  

 委託時点で A さんは検査を受けていましたか？（  はい  ・  いいえ  ・  わからない  ）  

➡「はい」の場合、委託時に受けていた検査についてお答えください。  
①  WISC-ⅣもしくはⅤ （検査実施年月：      年      月） 

全検査 IQ（FSIQ）についてあてはまるところに〇をつけてください。 
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 

②  田中ビネー知能検査Ⅴ（検査実施年月：      年      月） 

IQ 値についてあてはまるところに〇をつけてください。 
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 

③  新版 K式発達検査  （検査実施年月：      年      月） 

発達指数についてあてはまるところに〇をつけてください。 
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 

 委託されてから委託解除までの間でAさんは検査を受けましたか？ （  はい  ・  いいえ  ） 
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次に、里母さんと里父さんについてお答えください。 
 
1. 現在のご年齢 

里母： （       歳）   里父： （       歳） 

2. A さんが委託された時の里親としての経験年数 

里母： （       年）   里父： （       年） 

3. A さんが委託された時の委託を引き受けた子どもの数 

里母： （       人）   里父： （       人） 
4. A さんが委託された時のご職業についてあてはまるものに〇をつけてください。 

里母： 
里父： 

5. A さんが
委託された時に登録していた里親の種類についてあてはまるものに〇をつけてください。 

里母： 
里父： 
 

ご回答ありがとうございました。 

インタビューではこちらにご回答いただいたお子さんについてお伺いしていきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1: 正社員 2: 自営業 3: パート・アルバイト等の非正規雇用 4: 無職（専業主婦を含む） 
1: 正社員 2: 自営業 3: パート・アルバイト等の非正規雇用 4: 無職（専業主婦を含む） 

1: 親族里親 2: 養育里親 3: 専門里親 4: 養子縁組里親 

1: 親族里親 2: 養育里親 3: 専門里親 4: 養子縁組里親 
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付録 2 インタビューガイド 

 
 
 
 
 

里親インタビューガイド

項目 トピック 詳細 時間（累積時間）

オープニング 自己紹介
録音許可 録音スタート
研究背景・目的の説明 「本研究では「養育不調」という状態について調べています。養育不調とは、「子どもの行動上の問題や養

育者の養育上の課題の大きさにより、養育者が子どもへの対応が困難になる状況」と本研究では定義してお
ります。
里親さんの中で養育不調による委託解除をご経験された方にお話しをお伺いし、こどもにとっても、里親に
とっても、より良い里親養育支援を整えるにはどうしたらいいかを考え、今後の社会的養育を提案していく

同意取得 研究協力依頼書・同意説明書をお渡しし、一つずつ読み上げて説明し、質問を受け付ける

同意書への署名 同意書にご署名いただき、抜け漏れがないか確認して受領する

同意撤回の説明 同意撤回書をお渡しする（同意撤回期間は現在からインタビュー調査期間中、方法は手渡しもしくは郵送）

質問紙の確認 ・（対面の場合）事前にご回答いただいた質問紙を提出いただく。抜け漏れがないか確認する。
・（オンラインの場合）こちらが参照している質問紙が間違いないか確認する。

ヒアリング上の注意点の説明 「質問紙にてお答えいただいたお子さんについてお伺いしますが、子どもの個人情報保護の観点から、本イ
ンタビューでは名前を使わずにAさんとお呼びください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。」

20分
ヒアリング 里親登録された経緯についてヒアリング ・里親を知ったきっかけ

・登録しようと思った動機

委託される前のAさんと委託経緯について ・Aさんの実家庭の状況（実親の状況や、きょうだいしまいの有無、虐待被害等）
・Aさんの保護された経緯（質問紙の回答からより詳しくヒアリング）
・Aさんの里親委託前の措置先での暮らしぶり（例：一時保護、乳児院もしくは児童養護施設での様子等）
・里親委託に措置変更となった経緯
・Aさんの委託を引き受けようと決断した経緯（家庭内でどのような話し合いが行われたか等）
・委託前の面会交流時の様子
・委託時の様子

委託中のAさんと養育状況・不調について ・里親家庭でAさんはどのように生活をしていたか
・医師による医学的診断を受けたと質問紙で回答があった場合、その時期と受診経緯について
・委託時の検査について（いつ知ったか、なんと説明を受けたか等）
・その後も検査を受けたと質問紙で回答があった場合、その経緯と結果について
・養育上どのような困難があったか、大変だったことはなにか
・その困難についてどのように対処していこうとしたか
・家族で協力して対処することができたか
・児相との協働性
・フォスタリング機関からの支援

委託解除に至った経緯 ・どうして委託解除となったか、もしくは委託解除となった理由をなんだと理解しているか
・委託解除直後のお気持ちについて

里親養育をよりよくしていくための展望・要望・どのようなサポートがあればより対処できたと思うか
・どのようなサポートもしくは関わりが支えとなっていたか
・その他どのような支援を求めているか

1時間～2時間
クロージング インタビュー協力への感謝と質問受付

データ使用の見通し・許可 ホームページへの掲載、個人情報の保護などについて改めて説明し、再度口頭で許可をいただく（同意撤回
の機会を直後に1度設けるため）

謝礼のお渡しと受領書の記入 謝礼をお渡しし、受領書をご記入いただく
録音停止
見送り 1時間～2時間


